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１ 生活困窮者減免 
    根拠規定 神戸市介護保険条例 第23条３号 

         神戸市介護保険条例施行規則 第33条第１号ア，イ，ウ(ｱ)(ｲ)，第34条第５項 

 

 

 

減免申請書（様式第１号の２）と要件との対照図 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

p.3 ① 賦課段階要件 

p.3 ② 収入要件 

p.3 ③ 扶養要件 

p.3 ④ 準要保護者要件 
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１-１ 減免対象者 

  次の①～④の要件をすべて満たす者。 

 

① 

賦課段階

要件 

●保険料段階が第１段階(*)～第３段階のいずれかであること。 

 (*) ただし次の者は除く。 

   ・生活保護受給者 

   ・中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支

援に関する法律施行令等の一部を改正する政令による支援給付

を受けている者 

 満たす 

② 

収入要件 

●世帯の        → p.5 １-３ 世帯  

●年間の        → p.6１-４ 年間  

●収入金額の合算額が  → p.7１-５ 収入  

●次の表のとおりであること。 

 

保険料段階 世帯の年間の収入金額の合算額 

第１段階  60万円＋17.5万円×(世帯員の人数－１）以下 

第２・３段階 120万円＋35 万円×(世帯員の人数－１）以下 (*) 

 (*)計算例 

   ・単身世帯の場合 120万円＋35万円×（１－１）＝120万円以下 

   ・４人世帯の場合 120万円＋35万円×（４－１）＝225万円以下 

 満たす 

③ 

扶養要件 

●市民税が課税されている者と生計を共にしていないこと，および，市

民税が課税されている者に扶養されていないこと。 

  → p.15１-６ 扶養要件  
 

 満たす 

④ 

準要保護

者要件 

●境界層該当(*)の要保護者に準じること（資産等を活用してもなお生活

に困窮していること）。 

  → p.18１-７ 準要保護者要件  
 

 (*) 境界層該当とは，介護保険料等について，本来適用されるべき基

準を適用すれば生活保護の対象となり，より低い基準等を適用す

ると生活保護を必要としないケースを指す。 

 満たす 

 

 

減免対象者である。 

満
た
さ
な
い 

減免対象者ではない。 

満
た
さ
な
い 

満
た
さ
な
い 

満
た
さ
な
い 
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１-２減免額 

 

 (1) 減免対象の保険料 

場  合 減免対象の保険料 
 

原則（下記の場合を除く。） 
 

 

年度の保険料 

 

扶養要件 → p.3 ③  または準要保護者要件  → p.3 ④  を，保

険料賦課の基準日(*)以降に満たすようになった場合 
 

（保険料賦課の基準日(*)においては扶養されていたまたは基準以

上の資産があった者が，年度途中から扶養されなくなった  → 

p.17 (4)  または資産が基準以下になった  → p.19 (4)  こと

が認められた場合等） 
 

 

年度の保険料のうち

，判定基準を満たす

ようになった日の属

する月からの月割分 

  ・収入要件  → p.3 ②  については，年間ベースでの判断となるため，年度途中から要件を

満たす（または満たさなくなった）ということは起こらない。 

 
 

(*) 保険料賦課の基準日とは 

 ・当該年度の４月１日（＝賦課期日）のこと。 

 ・ただし年度途中で本市の第１号被保険者になった場合は，その日

（＝資格取得日）のこと。 
 

 

 

 (2) 減免額 

保険料段階 世帯の年間の収入金額の合算額 減免内容 

第１段階 

(基準額×0.25) 
60万円＋ 

17.5万円×(世帯員の人数－１） 

以下 

第１段階の保険料の半額相当に

減額 

※通称「新困窮減免」という。 

第２段階 

(基準額×0.45) 

第３段階 

(基準額×0.7) 

第２段階 

(基準額×0.45) 
120万円＋ 

35 万円×(世帯員の人数－１） 

以下 

第１段階の保険料の相当額に減

免 第３段階 

(基準額×0.7) 
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１-３世帯   ← p.3 ② 収入要件  

 

 ・減免申請者の属する世帯の，すべての世帯員のことである。 

 

 ・上記「世帯員」とは，本来保険料算定の際の世帯員（世帯主を含む）と同じである。すなわち

， 

   ・保険料賦課の基準日(*)時点において， 

   ・住民基本台帳上，減免申請者と同一世帯に属する者 

  である。 

  したがって，保険料賦課の基準日より後に世帯から転出したり死亡したりした者があっても，

当該転出者・死亡者の年間収入は収入要件の算定に含める。 

 

   世帯員に 

○…含める ×…含めない 

 

世帯員Ａ 

 

Ｂ 

 

Ｃ 

 

Ｄ 

 

Ｅ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ○ 

 

 ○ 

 

 × 

 

 ○ 

 

 × 

 

 

 

 

  (*) 保険料賦課の基準日とは  → p.4の(*)  

 

 

世帯内 

保険料賦課

の基準日(*) 

減免 

申請日 

世帯内 

世帯内 

世帯内 

世帯内 

世帯外 

世帯外 

世帯外 

世帯外 



１ 生活困窮者減免  １-４ 年間 

6 

 

１-４ 年間   ← p.5② 収入要件  

 

 ・年度（４～３月）ではなく暦年（１～12月）である。 

 

 ・考え方の原則としては，減免申請日が属する年度の４月１日の「前年」である。 

 

 ・ただし，世帯員に「特別事情」 → p.25２-４ 特別事情  が生じたことにより，減免申請日が

属する年度の４月１日が属する年 ＝「当年」の年間収入見込額が，「前年」の年間収入より

減少していると認められる場合は，「当年」によることも可能である。 

  減免申請日以後の収入は未確定であるため，「当年」の年間収入が収入要件  → p.3 ②  を

満たすかどうかは，減免申請日時点では厳密には未確定である。それにもかかわらず減免を認

めるのは，「特別事情」があるからこそである。「特別事情」がなければ，「当年」の年間収

入見込額を根拠に収入要件を判定することは認められない。 

 

 

収 入 
                   

      前 年   当 年        
                    

                    

                    

                    

                    

保険料 

                   

                   

 

 

 

 ・「前年」と「当年」のいずれによるかは，「特別事情」を職権で探知して判断するのではなく

，もっぱら申請者の申請意思により判断する。ただし申請者の申請意思が「当年」である場合

は，「特別事情」の有無の認定を，申請者に必要書類を提出させることにより行うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

減免申請書（様式第１号の２）の 

「１世帯員の収入等の状況」の「申告する収入の区分」の 

「①前年１年間の収入金額」にチェック□ﾚ があるか 
「前年」による。 

はい 

いいえ 

同じく 

「②今年１年間の見込収入金額」にチェック□ﾚ があるか 
はい 

いいえ 

「特別事情」を証明する書類の添付  → p.25があるなど

，「当年」による申請であることが認められるか 

（必要に応じて，申請者に意思を確認すること） 

「特別事情」 

があるか 

（添付書類を  

 要チェック） 

 → p.25２-４  

 特別事情  

はい 

いいえ 

「前年」による。 
「当年」

による。 

収入要件を満たさない 

＝減免不可。 

はい いいえ 

年間収入 

   に対する保険料 

年間収入 

   に対する保険料 
年間収入 

   に対する保険料 

１
月 

01 
年 １

月 

02 
年 １

月 

03 
年 １

月 

04 
年 

４
月 

02 
年 ４

月 

03 
年 

４
月 

04 
年 ４

月 

05 
年 

減
免
申
請
日 

収入 

未確定 

減免 
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１-５ 収入   ← p.3 ② 収入要件  

 

 ・ここでいう収入とは，市民税の課税対象となる収入はもちろん，障害年金等の非課税年金など

税法上の非課税所得に係る収入，仕送り，さらに生活保護の要否判定において収入認定しない

収入（公害健康被害補償等）も含め，その者に帰属するあらゆる種類の収入をいう。 

  ただし、近年のエネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた生活者への支援を行うた

めに国において予算措置された給付金等については、収入に含めない。 

 

 ・収入金額の算定方法は次のとおり。 

 

 

 

 

 

 

p.6１-４「年間」で 

「前年」による 

 こととした。 
p.8１-５-１ 

   により算定 

p.10１-５-２ 

   により算定 
「当年」による 

 こととした。 
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１-５-１ 収入金額の算定 … 前年収入による場合   ← p.7１-５ 収入  

  前年収入金額 ＝ 以下の(1)＋(2)＋(3)＋(4) 

 

 (1) 税申告対象所得に係る収入（事業収入・不動産収入 等） 

   前年分の所得について所得税確定申告書または市民税申告書を提出した者については，次の

とおり算定する。 

   なお，譲渡所得その他の一時的な所得に係る収入であっても，前年の収入である限り，特段

除外せずにそのまま算入する。 

区 分 算  定  方  法 

所得税の

確定申告

をした者 

 

添付書類 ①（原則）■次のいずれか ・税務署に提出した確定申告書の控 

                  ・確定申告書添付の収支内訳書の控 

     ②（場合により）■様式第６号 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市県民税

の申告を

した者 

 

添付書類  ■様式第６号  ■市民税申告書(写) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2) 給与収入 

   保険料賦課情報で確認し，算定する。 

 

 (3) 課税対象の年金収入 

   保険料賦課情報で確認し，算定する。 

   非課税年金については(4)を参照。 

 

①に収入金額の記載があるか 
①に記載してある収入金額の

とおり算定する。 

・申告所得に関して記帳している帳簿等を提示させて，減免申請書記載

の収入金額の当否を確かめる。 

・①に代えて，様式第６号を「確定申告書において申告した収入金額の

申告書」として添付することで，減免申請書記載の収入金額を算定す

ることも可能とする。 

はい 

いいえ 

 または 

①を保管していない 

市県民税申告書で 

「収入金額」を記載したか 
様式第６号を「市民税・県民

税申告書において申告した収

入金額の申告書」として添付

することで，収入金額を算定

する。 

はい 

様式第６号を「市民税・県民税申告

書において申告すべきであった収入

金額の申告書」として添付すること

で，収入金額を算定する。 

いいえ 
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 (4) その他の収入（非課税年金，仕送り等） 

   次のとおり算定する。 

収入の区分 算  定  方  法 

非課税年金 

 

（遺族年金・ 

 遺族恩給・ 

 障害年金・ 

 老齢福祉年金） 

 

添付書類 ■次のいずれか 

       ・年金振込通知書 （前々年度分＋前年度分） 

       ・年金額改定通知書（前々年度分＋前年度分） 

      いずれも，場合により前年度分のみでも可 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

雇用保険による支給

金額 

 

添付書類 ■雇用保険受給資格者証，雇用保険受給資格者証 
 

 

添付書類記載の支給額を合計し，算定する。 
 

行政等から支給され

る給付金等で，制度

上支給金額の確認が

可能であるもの 

(例)神戸市在日外国

人等福祉給付金

，公害健康被害

補償費 

 

添付書類 ①支給通知書があるもの・支払額の証明書が出るもの（公

害健康被害補償費など） 

      ■当該通知書・証明書 

     ②上記がないもの・出ないものは，不要 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記以外の収入 

(例)仕送り 

 

添付書類  不要 
 

 

減免申請書の申告金額により算定する。 
 

減免申請書の申告金額が，

制度上の一定金額と合致し

ているか 当該金額を算定す

る。 

はい 

・申請者側や行政機関への確認等により，実際に支給された額

を算定する。 

・なお，申請者本人の収入については行政機関への職権照会も

可能であることから（申請書上で同意あり），必要に応じて

照会し算定する。 

いいえ 

前年度分のみが提出されているか 

前年度分により確認できる前年度

分(前年６月～当年４月振込)の収

入を，減免申請書で申告している

か 

当該金額を前年(１～12月)の収入として算定する。 

前々年度分(前年２

･４月振込)および

前年度分(前年６･

８･10･12月振込)に

より，前年(前年１

～12月)の収入を算

定する。 

必要な添付書類をそ

ろえさせること。 

いいえ 

はい 

はい 

はい 

い 
い 
え 

い い え 

添付書類として前々年度分・前年

度分の両方が提出されているか 
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１-５-２ 収入金額の算定 … 当年収入による場合   ← p.7１-５ 収入  

  当年収入金額 ＝ 以下の(1)＋(2)＋(3)＋(4) 

 

 (1) 税申告対象所得に係る収入（事業収入・不動産収入 等） 

  ・税申告対象所得に係る収入 ＝ 以下の①＋② 

  ・事業休止の場合は，事業再開可能性について十分に確認すること。 

  ・重複する添付書類がある場合は，１枚でよい。 

  ・表中の添付書類以外に，「特別事情」があることを認定するための添付書類を別途チェック

する必要があるので，忘れないこと。 → p.6１-４ 年間 ， → p.25２-４ 特別事情  

 

① 当年１月～申請日の前月の収入実績額 

添付書類 

■様式第２号 

 「１ 営業等の所得（事業所得・不動産所得・譲渡所得など）額の見込の申告（実収月額

申告書)」の欄 

■収入実績額を証明する書類（会計簿などの帳簿 等） 

添付書類により算定する。 

＋ 
② 申請日の当月～当年12月の収入見込額 

特

別

事

情

が

あ

る

者 

ア． 

事業再

開の意

思がな

い者 

添付書類 

■様式第２号 

 「１ 営業等の所得（事業所得・不動産所得・譲渡所得など）額の見込の申

告（実収月額申告書)」の欄 

■休廃止についての証明書（各種届出写等） 

■様式第５号 

・添付書類によって申請時以降収入を得る見込みがない場合にのみ，０円と算

定する。それ以外の場合は，算定を保留する(*1)。 

イ． 

事業再

開済の

者 

添付書類 

■様式第２号 

 「１ 営業等の所得（事業所得・不動産所得・譲渡所得など）額の見込の申

告（実収月額申告書)」の欄 

■事業再開後の収入額を証明する書類 

 （会計簿などの帳簿 等） 

■再開後の事業が休止前の事業と同規模であることを証明する書類 

 （前年分の確定申告書・収支計算書 等） 

・事業休止後の同規模による事業再開である場合にのみ，算定する。それ以外

の場合は，算定を保留する(*1)。 

 事業廃止後，新規事業を開始した場合は，「事業休止後の同規模による事業

再開」とはいえない。 

・添付書類により，見込額を算定する。 
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特

別

事

情

が

あ

る

者 

ウ． 

事業再

開未定

の者 

添付書類 

■(ｱ) 様式第２号 

  「１ 営業等の所得（事業所得・不動産所得・譲渡所得など）額の見込の

申告（実収月額申告書)」の欄 

■(ｲ) 事業休止前の年間収入額を証明する書類 

  （会計簿などの帳簿，前年分の確定申告書・収支計算書 等） 

・事業再開未定の者の申請時以降の収入見込額を算定することは本来は困難で

あるため，ａ～ｃの要件をすべて満たす場合にのみ，算定する。それ以外の

場合は，算定を保留する(*1)。 

 ａ．その者以外の世帯員については確実に当年収入（見込額）が見込める。 

 ｂ．申請時以降の収入見込額を，通常就業中ベースで算定したときの金額 

(*2)以上として申告している（これ未満の額での申告は，根拠がないので

不可とする）。 

 ｃ．ア・イの状態を待つのではなく，ａ・ｂにより早期に減免適否を判定す

る必要性を区長が特に認める。 

・添付書類により，見込額を算定する。 

特別事情が

ない者 

添付書類  不要 

・（①による月平均額×②の月数）により算定する。 

 

(*1) 算定を保留した場合は，算定可能な状態になるのを待って算定する。 

  （時期により売り上げの変動が激しい等の事情がある場合は，当該年の所得を確実に見

込める段階または年間の所得の確定（確定申告）を待って算定するなど） 

   それまでは，現行の保険料を賦課したままとし，その額での納付義務を継続させる。

仮に算定可能な状態になって算定した結果，減免適用となった場合は，納付済保険料に

ついても減免し，還付額が発生した場合は還付する。 → p.57６-６ 遡及適用と還付  

 

(*2) 
通常就業中ベースで

算定したときの金額 
＝ 

(ｲ)によって算出される 

事業休止前の平均月割収入額 

（前年収入金額÷前年中で事業

休止していない月数） 

× 
申請月以後

の月数 
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 (2) 給与収入 

  ・給与収入 ＝ 以下の①＋②＋③ 

  ・重複する添付書類がある場合は，１枚でよい。 

  ・表中の添付書類以外に，「特別事情」があることを認定するための添付書類を別途チェック

する必要があるので，忘れないこと。 → p.6１-４ 年間 ， → p.25２-４ 特別事情  

 

① 当年１月～申請日の前月の収入実績額 

添付書類 

■(ｱ) 様式第２号「３ 給与所得（給与所得申告書)」の欄 

■(ｲ) 収入実績額を証明する書類 

特別事情

がある者 

退職･失業前の額の場合 
雇用保険被保険者離職証明

書，源泉徴収票 等 

退職･失業後，すでに再就職した場合の，

再就職後の額の場合 給与明細書， 

様式第３号 等 長期入院等による休職前後の額の場合 

特別事情がない者 

  

・添付書類により算定する。 

・(ｱ)と(ｲ)を照合し，齟齬があれば訂正する。 

・雇用保険被保険者離職証明書の賃金額には，非課税となる通勤手当も含まれている。 

・源泉徴収票には，非課税となる通勤手当等は含まれていないが，調査不要。 

＋ 
② 申請日の当月～当年12月の収入見込額 

特

別

事

情

が

あ

る

者 

ア． 

再就職

の意思

がない

者 

添付書類 

■様式第２号「３ 給与所得（給与所得申告書)」の欄 

■様式第５号 

・添付書類によって申請時以降収入を得る見込みがない場合(*1)にのみ，０円

と算定する。それ以外の場合は，算定を保留する(*2)。 

イ． 

長期入院等

による休職

の場合で今

後の最低限

の休職期間

が確実に見

込める者 

添付書類 

■様式第２号「３ 給与所得（給与所得申告書)」の欄 

■休職期間を証明する書類（休職証明書 等） 

■休職期間中の給与支給額を証明する書類（給与規定，様式第３号 等） 

・添付書類によって申請時以降の当年中の収入額が確定している場合（

０円である場合を含む）にのみ，算定する。それ以外の場合は，算定

を保留する(*2)。 

ウ． 

再就職

・復職

済の者 

添付書類 

■(ｱ) 様式第２号「３ 給与所得（給与所得申告書)」の欄 

■(ｲ) 再就職･復職後の給与支給額を証明する書類 

  （給与規定，様式第３号(既支給額および前年の賞与実績額を記載）等） 

・(ｲ)によって再就職･復職後の給与を算定できる場合にのみ，算定する。それ

以外の場合は，算定を保留する(*2)。 

・添付書類により，見込額を算定する。 

・(ｱ)と，(ｲ)による１月当たりの給与額および前年の賞与実績額等との間に，

齟齬がないか照合し，必要があれば訂正する。 
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特

別

事

情

が

あ

る

者 

エ． 

求職中

の者 

添付書類 

■(ｱ) 様式第２号「３ 給与所得（給与所得申告書)」の欄 

■(ｲ) 失業･退職前の年間給与支給額を証明する書類 

  （失業･退職の前年の源泉徴収票，前勤務先が証明する様式第３号 等） 

・求職中の者の申請時以降の収入見込額を算定することは本来は困難であるた

め，ａ～ｃの要件をすべて満たす場合にのみ，算定する。それ以外の場合は

，算定を保留する(*2)。 

 ａ．その者以外の世帯員については確実に当年収入（見込額）が見込める。 

 ｂ．申請時以降の収入見込額を，通常就業中ベースで算定したときの金額 

(*3)以上として申告している（これ未満の額での申告は，根拠がないので

不可とする）。 

 ｃ．ア～ウの状態を待つのではなく，ａ・ｂにより早期に減免適否を判定す

る必要性を区長が特に認める。 

・添付書類により，見込額を算定する。 

特別事情が

ない者 

添付書類 

■様式第２号「３ 給与所得（給与所得申告書)」の欄 

・上記添付書類・①の額とその添付書類・前年収入実績を基に，月給等の定例

の基本給・各種手当・一時金の額等を見込み，算定する。 

 

(*1) 雇用保険を受給して求職中の者は，「再就職の意思がない者」とは認めない。 

 

(*2) 算定を保留した場合は，算定可能な状態になるのを待って算定する。 

   それまでは，現行の保険料を賦課したままとし，その額での納付義務を継続させる。

仮に算定可能な状態になって算定した結果，減免適用となった場合は，納付済保険料に

ついても減免し，還付額が発生した場合は還付する。 → p.57６-６ 遡及適用と還付  

 

(*3) 通常就業中ベースで

算定したときの金額 
＝ 

(ｲ)によって算出される 

失業･退職前の平均月割収入額 

(手当･賞与等も含めた平均額) 

× 
申請月以後

の月数 
 

 

＋ 
③ 雇用保険受給額（失業した給与収入者のみ） 

当年１月～申請日の前日 

の収入(受給)実績額 
「雇用保険受給資格者証」の記載により算定する。 

＋ 

申請日～当年12月 

の収入(受給)見込額 

・「雇用保険受給資格者証」の記載から「１日当たりの支給額」

を算出する。 

・「１日当たりの支給額」×「残日数」＝ 受給予定額 とする。 
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 (3) 年金収入（課税・非課税ともに） 

  ・原則として，次のとおり算定する。 

算  定  方  法 

添付書類 ■様式第２号「２ 年金所得（年金所得申告書)」の欄 

     ■次のいずれか 

       ・年金振込通知書 （前年度分＋当年度分） 

       ・年金額改定通知書（前年度分＋当年度分） 

・前年度分(当年２･４月振込)および当年度分(当年６･８･10･12月振込)により，当年(１

～12月)の収入を算定する。 

   「特別事情」があることを認定するための添付書類を別途チェックする必要があるので，忘

れないこと。 → p.6１-４ 年間 ， → p.25２-４ 特別事情  

 

  ・年金受給者が死亡した場合は，遺族に対して「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」が支給され

ることがあるため，当該世帯の当年の年間年金収入を簡単に見込むことができない。 

   したがって，次のとおりの扱いとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   (*2) 算定を保留した場合は，算定可能な状態になるのを待って算定する。 

      それまでは，現行の保険料を賦課したままとし，その額での納付義務を継続させる。

仮に算定可能な状態になって算定した結果，減免適用となった場合は，納付済保険料に

ついても減免し，還付額が発生した場合は還付する。 → p.57６-６ 遡及適用と還付  

 

 

 (4) その他の収入（当年新規の給与収入，当年新規の税申告対象所得に係る収入，非課税年金以

外の申告対象外収入(仕送り等)） 

  ・減免申請書の申告額により算定する。 

   添付書類は不要。ただし「特別事情」があることを認定するための添付書類を別途チェック

する必要があるので，忘れないこと。 → p.6１-４ 年間 ， → p.25２-４ 特別事情  

  ・制度上支給額の確認が可能なものは，必要に応じて証明書・通知書等の提出を求める。 

 

年金受給者が死亡したか 

はい 

いいえ 

死亡者は国民年金のみの加入者か 

はい 

遺族基礎年金の受給要件(*1)に該当しているか 

(*1) 国民年金に加入している夫などが死亡し

たときに，妻が18歳まで（18歳到達後最初

の３月31日まで）の子供を養育するとき，

または，18歳までの子供だけになったとき 

遺族年金の裁定を待つ等，

確実に年金収入を見込むこ

とができる時期まで算定を

保留(*2)する。 

いいえ 

はい 

上記原則どおりに算定する。 

いいえ 

上記原則どおりに算定する。 
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１-６ 扶養要件   ← p.3③ 扶養要件  

 

 (1) 「扶養」の意義 

   「扶養」とは金銭的な援助だけではなく，住まい・食事の提供，公共料金の負担等あらゆる

経済的な援助を含むものとし，「市民税課税者と生計を共にしていない，および，市民税課

税者に扶養されていない」とは，市民税課税者から一切の経済的援助を受けていないことを

いう。 

 

 (2) 判定基準 

   次の①～⑥のいずれかに該当する場合は，扶養要件を満たさないものとする。 

   なお，「市民税課税者」とは，減免しようとする保険料の賦課期日（当該年度の４月１日）

の属する年度分の市町村民税が課税されている者をいう。 

 

  ①世帯員（減免申請者を含む）のいずれかの者を基礎として，市民税課税者が市民税の扶養控

除を受けている場合 

 

  ②世帯員（減免申請者を含む）のいずれかの者が，保険料賦課の基準日(*)において当該年度

分の市民税課税者の健康保険の被扶養者に入っている場合 

    (*) 保険料賦課の基準日とは  → p.4の(*)  

 

  ③当該年度分の市民税課税者から仕送りを受けている場合 

    ・食事の提供・食材料の贈与などの現物援助も「仕送り」とする。 

    ・金銭の援助であれば，「小遣い」などの名目であっても，少額であっても，「仕送り」

に該当する。 

     ただし，援助の額および支給の形態が，日々の生活のためという役割に及ばない範囲内

のものであれば「仕送り」とは認定しないこととする。この場合の「仕送り」と認定し

ないことの具体的な判断基準は，「直前の１年間で１月当たり8,000円以下であること

」とする。 

 

  ④市民税課税者と同居している場合（形式的な世帯分離の場合） 

    ・「同居」についての判定基準（特別な例） 

居住形態 判定内容 

二世帯住宅に居住して

いる。 
玄関を出ずに相互の居宅を行き来できる場合 

 →「同居」とみなす。 

玄関を出ないと相互の居宅を行き来できない場合 

 →「別居」とみなす。 
同敷地の別棟に居住し

ている。 

 

  ⑤公共料金または住居費（家賃）の名義が，市民税課税者になっている場合 

 

  ⑥市民税課税者に，公共料金，住居費，税金，社会保険料のいずれかを負担してもらっている

場合 
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 (3) 判定方法 

   次の方法で判定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 扶養の有無  

減免申請書（様式第１号の２

）の「２…経済的な援助の

状況（扶養の状況)…｣のいず

れかの欄の「１｣(＝扶養あり

）に○が書かれているか 

はい 

扶養要件を満たす。 

ただし推認であるため，その後(2)①等

により扶養の事実が判明した場合は，

減免を当初に遡って取り消す。 

はい 

 署名押印  

上記申告内容について，「経

済的援助をしている人｣(複数

いる場合はそのうちいずれか

１人）の署名押印があるか 

いいえ 

 扶養者は課税か非課税か  

その項目について，減免申請書

の「経済的援助をしている人の

氏名等」の「市民税の状況」の

いずれかの欄が「課税」になっ

ているか 
扶養要件を

満たさない

＝減免不可｡ 

 署名押印  

上記申告内容について，生計

が別の子･孫･親族(扶養義務

者)，または，申請者が入所

している特別養護老人ホーム

の施設長･理事長の，いずれ

かの署名押印があるか 

 署名押印  

署名押印がもらえないことについてやむを得ない理由があ

るかどうかを確認する。やむを得ない理由としては，署名

押印すべき者が遠隔地在住である場合や，単身のため署名

押印してもらう者がいない場合等が考えられるが，この場

合は例外的に署名，押印がなくても可として取り扱う。 

なお、やむを得ない理由については，具体的な内容を以っ

て，やむを得ないと認めるに足る事情があるかを基準に判

断を行うこと。 

扶養要件を満たさない 

＝減免不可。 

いいえ 

いいえ いいえ はい 

はい いいえ 

はい 
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 (4) 判定基準日 

 

  ・保険料賦課の基準日(*)時点から減免申請時点まで判定基準  → p.15(2)  を満たす状態が

継続していることを必要とする。 

 

  ・保険料賦課の基準日(*)においては判定基準を満たしていなかった者（扶養されていた者）

が，年度途中から判定基準を満たすようになった（扶養されなくなった）ことが認められた

場合は，判定基準を満たすようになった日の属する月からの月割保険料額を減免対象とする

。 

 

  ・減免申請時点で扶養要件を満たすことが認定されれば，その後，判定基準を満たさなくなっ

ても，減免を取消し（当初に遡って減免を廃止）も撤回（判定基準を満たさなくなった時点

以降分の減免を廃止）もしない。 

   ただし，虚偽申請の判明，税における修正申告による課税状況の変更等の場合は，当初に遡

って減免を取り消す。 → p.59６-８ 減免の取消し  

 

 

  扶養要件を 

○…満たす ×…満たさない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ○ 

 

 

 ○ 

 ただし，扶養されなくなった日の属する月 

 からの月割保険料額が減免対象。 

 

 

 × 

 

 

 

 

   (*) 保険料賦課の基準日とは  → p.4の(*)  

 

 

保険料賦課

の基準日(*) 

減免 

申請日 

扶養されて 

いない 

扶養されて 

いない 

扶養されて 

いない 

扶養されて 

いる 

扶養されて 

いる 
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１-７準要保護者要件   ← p.3④ 準要保護者要件  

 

 (1) 「準要保護者」の意義 

   「要保護者に準じる」とは，減免申請者の属する世帯が資産および能力を活用してもなお，

保険料第１段階に属する者以上に厳しい生活をしなければならないことをいう。 

 

 (2) 判定基準 

  ・要保護者として取扱いをすることについて不適当とする事由（以下「不適当事由」という。

）が判明しない場合においては，要保護者要件に該当するものとして取り扱うものとする。 

  ・不適当事由とは，「実態的に，資産および能力を活用すれば，『要保護者に準じる』とは認

めがたい状態となる」すべての事情である。 

  ・次のいずれかの事情が判明した場合には，不適当事由があるものとする。 

不適当事由（いずれか１つでも該当すれば不適当） 

①減免申請者の属する世帯が，次の額の金融資産（預貯金，国債・地方債，公社債，株

式，金をいうものとする）を有している場合 

   350万円＋100万円×(世帯員の人数－１）を超える額 

②世帯員が，「住居または生計を維持するための事業用資産」以外の土地家屋を所有し

ている場合 

③世帯員が所有している住宅に，親族の市民税課税世帯が同居している場合（同一家屋

内で世帯分離している場合），または，親族以外の他の世帯が同居している場合（本

来貸間として活用すべき） 

 

 (3) 判定方法 

   次の方法で判定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不動産収入があるか 

（収入要件の判定の際の確定

申告書に注意） 

はい 

準要保護者要件を満たす。 

ただし推認であるため，その後の継続

調査により不適当事由が判明した場合

は，減免を当初に遡って取り消す。 

資産売却額よりも，資産を所有

していることによる年間の収入

の方が多いか 

いいえ 

生計を維持するために資産を現

状において最大限活用している

と認められるか 

減免申請書（様式第１号の２

）の「３資産の状況につい

て」の欄の「１｣(＝資産を活

用しても，なお生活に困窮し

ている)に○が書かれている

か 

いいえ 

いいえ 

はい 

はい 

準
要
保
護
者
要
件
を
満
た
さ
な
い
＝
減
免
不
可
。 

はい 

いいえ 
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 (4) 判定基準日 

 

  ・保険料賦課の基準日(*)時点から減免申請時点まで判定基準  → p.18(2)  を満たす状態が

継続していることを必要とする。 

 

  ・保険料賦課の基準日(*)においては判定基準を満たしていなかった者（不適当事由があった

者）が，年度途中から判定基準を満たすようになった（不適当事由がなくなった）ことが認

められた場合は，判定基準を満たすようになった日の属する月からの月割保険料額を減免対

象とする。 

 

  ・減免申請時点で準要保護者要件を満たすことが認定されれば，その後，判定基準を満たさな

くなっても，減免を取消し（当初に遡って減免を廃止）も撤回（判定基準を満たさなくなっ

た時点以降分の減免を廃止）もしない。 

   ただし，虚偽申請の判明，税における修正申告による課税状況の変更等の場合は，当初に遡

って減免を取り消す。 → p.59６-８ 減免の取消し  

 

 

  準要保護者要件を 

○…満たす ×…満たさない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ○ 

 

 

 ○ 

 ただし，不適当事由がなくなった日の属す

る 

 月からの月割保険料額が減免対象。 

 

 

 × 

 

 

 

 

 

   (*) 保険料賦課の基準日とは  → p.4の(*)  

 

 

保険料賦課

の基準日(*) 

減免 

申請日 

不適当事由 

がない 

不適当事由 

がない 

不適当事由 

がない 

不適当事由 

がある 

不適当事由 

がある 
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２ 所得激減減免 
    根拠規定 神戸市介護保険条例 第23条第２号 

         神戸市介護保険条例施行規則 第34条第３項，第４項 

 

 

減免申請書（様式第１号の１）と要件との対照図 

 

 

 

 

 

 

 

 

p.21① 賦課段階要件 

p.21② 特別事情要件 
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２-１減免対象者 

  次の①～⑤の要件をすべて満たす者。 

① 

賦課段階

要件 

 

●保険料段階が第４段階～第15段階のいずれかであること。 

 満たす 

② 

特別事情

要件 

●被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が 

                → p.24２-３ 生計維持者  

●次のいずれかに該当すること。 → p.25２-４ 特別事情  

・死亡した 

・心身に重大な障害を受けた 

・長期間入院した 

・自身の事業または業務を廃止した 

・自身の事業または業務を休止した 

・自身の事業について著しい損失を受けた 

・失業した・いわゆる収用減免に該当した 

 （詳細は  → p.26２-４-１ 収用減免  ） 

  

 満たす 

③ 

所得激減

要件 

●上記の特別事情が原因となって 

●世帯の                 → p.30２-５ 世帯  

●当年の合計所得金額の合算額の見込額が  → p.31２-６ 当年所得  

●前年の合計所得金額の合算額に比べ    → p.35２-７ 前年所得  

●５割以下に減少すること。 

※特別事情が原因で所得激減となった事実が認められれば，特別事情の

発生は，所得激減となった年の前年以前であっても構わない。 

 満たす 

④ 

所得要件 

●上記「世帯の当年の合計所得金額の合算額の見込額」の１か月あたり

の金額（「実収月額」という）が 24.5万円以下であること。 

※収用減免に該当する場合を除く。  → p.36２-８ 所得要件  
 

 満たす 

⑤ 

賦課段階

下落要件 

●激減後の所得の見込額を基礎とした場合において，本人または世帯全

員（本人を含む）が，市民税の非課税基準に該当すること（保険料段

階が第１段階～第５段階となること）。 

※収用減免に該当する場合を除く。 → p.37２-９ 賦課段階下落要件  

 満たす 

減免対象者である。 

満
た
さ
な
い 

減免対象者ではない。 

満
た
さ
な
い 

満
た
さ
な
い 

満
た
さ
な
い 

満
た
さ
な
い 
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２-２ 減免額 

 

 (1) 減免対象の保険料 

   特別事情（Ａ）により所得が前年の５割以下になった年の４月１日を賦課期日とする年度（

Ｂ）のうち，特別事情の発生した日の属する月（ただし，ＡがＢ以前に発生していた場合は４

月）から年度末（３月）までの月割保険料額。 

 

  例１ 02年５月に特別事情発生 → 02年の所得は01年の所得と比べて５割以下 

     ⇒ 02年５月から03年３月までの月割保険料額が減免対象 

 

 

所

 

得 

                                         

                                         

 01 

年 

           02 

年 

           03 

年 

               

 １ 

月 

２ 

月 

３ 

月 

４ 

月 

５ 

月 

６ 

月 

７ 

月 

８ 

月 

９ 

月 

10 

月 

11 

月 

12 

月 

１ 

月 

２ 

月 

３ 

月 

４ 

月 

５ 

月 

６ 

月 

７ 

月 

８ 

月 

９ 

月 

10 

月 

11 

月 

12 

月 

１ 

月 

２ 

月 

３ 

月 

４ 

月 

５ 

月 

６ 

月 

７ 

月 

８ 

月 

９ 

月 

10 

月 

11 

月 

12 

月 

    

                  

                  

                  

                  

                

保

険

料 

                                 

                                 

        02         03            04    

        年         年            年    

        ４ 

月 

５ 

月 

６ 

月 

７ 

月 

８ 

月 

９ 

月 

10 

月 

11 

月 

12 

月 

１ 

月 

２ 

月 

３ 

月 

４ 

月 

５ 

月 

６ 

月 

７ 

月 

８ 

月 

９ 

月 

10 

月 

11 

月 

12 

月 

１ 

月 

２ 

月 

３ 

月 

 

 

 

 

  例２ 02年11月に特別事情発生 → 02年の所得は01年の所得と比べて５割以下になっていな

いが，特別事情により減少した03年の所得は，02年と比べて５割以下 

     ⇒ 03年４月から04年３月までの月割保険料額が減免対象 

 

 

所

 

得 

                                         

                                         

 01 

年 

           02 

年 

           03 

年 

               

 １ 

月 

２ 

月 

３ 

月 

４ 

月 

５ 

月 

６ 

月 

７ 

月 

８ 

月 

９ 

月 

10 

月 

11 

月 

12 

月 

１ 

月 

２ 

月 

３ 

月 

４ 

月 

５ 

月 

６ 

月 

７ 

月 

８ 

月 

９ 

月 

10 

月 

11 

月 

12 

月 

１ 

月 

２ 

月 

３ 

月 

４ 

月 

５ 

月 

６ 

月 

７ 

月 

８ 

月 

９ 

月 

10 

月 

11 

月 

12 

月 

    

                  

                  

                  

                  

                

保

険

料 

                                 

                                 

        02         03            04    

        年         年            年    

        ４ 

月 

５ 

月 

６ 

月 

７ 

月 

８ 

月 

９ 

月 

10 

月 

11 

月 

12 

月 

１ 

月 

２ 

月 

３ 

月 

４ 

月 

５ 

月 

６ 

月 

７ 

月 

８ 

月 

９ 

月 

10 

月 

11 

月 

12 

月 

１ 

月 

２ 

月 

３ 

月 

 

 

減免 

(Ｂ) 

特別事情 

(Ａ) 

イメージ図 

(Ｂ) 

特別事情 

(Ａ) 

イメージ図 

年間所得｢0.4｣ 

   に対する保険料 

減免 

年間所得｢１｣ 

     に対する保険料 

年間所得｢0.9｣ 

     に対する保険料 

年間所得｢１｣ 

     に対する保険料 

年間所得｢0.4｣ 

     に対する保険料 
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  例３ 03年２月に特別事情発生 →03年の所得は02年の所得と比べて５割以下 

     ⇒ 03年４月から04年３月までの月割保険料額が減免対象 

 

 

所

 

得 

                                         

                                         

 01 

年 

           02 

年 

           03 

年 

               

 １ 

月 

２ 

月 

３ 

月 

４ 

月 

５ 

月 

６ 

月 

７ 

月 

８ 

月 

９ 

月 

10 

月 

11 

月 

12 

月 

１ 

月 

２ 

月 

３ 

月 

４ 

月 

５ 

月 

６ 

月 

７ 

月 

８ 

月 

９ 

月 

10 

月 

11 

月 

12 

月 

１ 

月 

２ 

月 

３ 

月 

４ 

月 

５ 

月 

６ 

月 

７ 

月 

８ 

月 

９ 

月 

10 

月 

11 

月 

12 

月 

    

                  

                  

                  

                  

                

保

険

料 

                                 

                                 

        02         03            04    

        年         年            年    

        ４ 

月 

５ 

月 

６ 

月 

７ 

月 

８ 

月 

９ 

月 

10 

月 

11 

月 

12 

月 

１ 

月 

２ 

月 

３ 

月 

４ 

月 

５ 

月 

６ 

月 

７ 

月 

８ 

月 

９ 

月 

10 

月 

11 

月 

12 

月 

１ 

月 

２ 

月 

３ 

月 

 

 

 

 

 (2) 減免割合 

 

当年度の 

賦課段階 

下落後の賦課段階による減免割合 

第１段階 

相当 

第２段階 

相当 

第３段階 

相当 

第４段階 

相当 

第５段階 

相当 

第４段階 73％減免 51％減免 24％減免 ― ― 

第５段階 75％減免 55％減免 31％減免 ― ― 

第６段階 78％減免 60％減免 39％減免 21％減免 12％減免 

第７段階 79％減免 62％減免 43％減免 26％減免 18％減免 

第８段階 82％減免 67％減免 51％減免 37％減免 30％減免 

第９段階 84％減免 70.9％減免 56％減免 44％減免 38％減免 

第10段階 84.9％減免 72.8％減免 58.9％減免 47％減免 42％減免 

第11段階 85％減免 74％減免 60.9％減免 49％減免 44.8％減免 

第12段階 86.9％減免 77％減免 66％減免 55.5％減免 52％減免 

第13段階 87％減免 78％減免 68％減免 58％減免 54.8％減免 

第14段階 88％減免 80％減免 71％減免 61.8％減免 59％減免 

第15段階 88.9％減免 81％減免 73％減免 65％減免 62％減免 

 

 (3) 減免額 

   減免額 ＝ (1)の減免対象の保険料 × (2)の減免割合 

 

 

年間所得｢１｣ 

     に対する保険料 

(Ｂ) 

特別事情 

(Ａ) 

イメージ図 

年間所得｢0.4｣ 

   に対する保険料 

減免 

年間所得｢１｣ 

     に対する保険料 
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２-３生計維持者   ← p.21② 特別事情要件  

 

 ・「被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者」（以下「主たる生計維持者」という）

とは，当該被保険者の属する世帯の生計に要する費用を主として負担する者をいう。 

  つまり，現に世帯に要する費用について，継続的に最も多く出捐している者である。 

  必ずしも最多所得者とは限らず，また，世帯員以外の扶養義務者も含まれる（高額介護サービ

ス費の世帯主と概念が異なるので注意）。 

 

 ・主たる生計維持者は，個別の事例に則して適宜適切に判断すべきものであるが，減免申請者が

「主たる生計維持者」として申し立てる者が， 

   ・民法上の扶養義務者で， 

   ・次のいずれかに該当するもの 

・住民基本台帳上の世帯主 

・被用者保険における被保険者 

・世帯主である国民健康保険被保険者 

・当該要介護被保険者等を基礎として税法上の配偶者控除または扶養控除を受けている者 

・当該世帯の最多所得者 

  であるときは，その者を主たる生計維持者であると推定するものとする。 

  （「老人医療の入院時一部負担金及び薬剤一部負担金の特例措置の取扱いについて（平成９年

８月14日 厚生省老人保健福祉局企画課長通知）」第２．３参照）。 
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２-４特別事情   ← p.21② 特別事情要件  

 

 ・次の書類を提出させることにより認定する。 

特別事情 添付書類 

死亡した 
■死亡証明書（住民基本台帳により確認できる場合は不要） 

 等 

心身に重大な障害

を受けた 

■障害者手帳， 

 診断書， 

 勤務先の休職証明書 

 等 

「重大」に該当するかどうかについて

一律基準は設けない。 

障害に至った心身状態が原因となって

所得が減少したことが認められるかど

うかにより，相対的に判断する。 

長期間入院した 

■診断書， 

 入院証明書， 

 手術証明書， 

 勤務先の休職証明書 

 等 

「長期」に該当するかどうかについて

一律基準は設けない。 

入院に至った心身状態が原因となって

所得が減少したことが認められるかど

うかにより，相対的に判断する。 

自身の事業または

業務を廃止した 

■廃業届（税務署・衛生監視事務所に届け出るもの）， 

 廃業証明書（衛生監視事務所が発行するもの）， 

 法人登記簿 

 等 

自身の事業または

業務を休止した 

■休業届（税務署に届け出るもの）， 

 会計簿， 

 源泉徴収簿， 

 賃金台帳 

 等 

自身の事業につい

て著しい損失を受

けた 

■破産手続開始決定書， 

 破産手続廃止決定書， 

 損失の具体的内容を証する書類 

 

（注）損失とは，災害等により事業用資産に物理的被害を受けた場合

や，受け取った手形が不渡りとなり債務超過に陥る場合等，業

績に著しい影響を与える原因段階での物理的損害をいう。 

   事業遂行の結果として会計上の損失（赤字決算）が生じた場合

をいうものではない。 

失業した 

■離職証明書， 

 退職証明書， 

 雇用保険受給資格者証 

 等 

いわゆる収用減免

に該当した 
 → p.26２-４-１ 収用減免  

 

 ・特別事情要件は，神戸市国民健康保険の所得激減減免には無い要件なので，混同しないこと。 
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２-４-１収用減免   ← p.25２-４ 特別事情  

 

 (1) 趣旨 

  ・譲渡所得があった年（下図の例では02年）の翌年度分（下図の例では03年度分）の介護保険

料は，当該譲渡所得の金額（租税特別措置法に規定される長期譲渡所得または短期譲渡所得

に係る特別控除の適用がある場合は，適用後の金額）の水準に従って設定される。 

   このとき，譲渡所得があった年（下図の例では02年）から翌年（下図の例では03年）への所

得減少は生じているが，所得激減減免は，所得減少の原因として「特別事情 ＝ 主たる生計

維持者の死亡，心身の重大な障害，長期入院，事業または業務の休廃止，事業の著しい損失

，失業，これらに類する事実」があることを要件としている。 

   したがって，譲渡所得による所得の変動一般については，基本的には所得激減減免の要件を

満たさない。 

 

  ・ただし，土地収用法・都市計画法その他の法律で収用権が認められている公共事業の施行に

伴い資産を売却したために譲渡所得が生じた場合で，当該対象者がその対価補償金等の全部

を使って代替資産に買い換えたとき等は，かかる公共事業の趣旨を活かすため，特別事情（

業務の廃止）があるものと解釈し，所得激減減免の対象とする。 

   なお，この場合，所得激減減免の要件である④所得要件及び⑤賦課段階下落要件は要しない

こととする。 

 

 

 

 

 

 

      譲渡所得により 

一時的に所得増 
          

                

所 得                    
                    

                    

                    

                    

                    

保険料 

                
                   

                   

 

 

 

  ・なお，収用等の場合の所得税・市県民税の課税の特例には，「①課税繰延べの特例」と「②

5,000万円の特別控除の特例」があり，納税者の選択によりいずれかの適用を受けることと

なるが，「①課税繰延べの特例」を選択した場合は，資産の譲渡がなかったものとみなされ

，対価補償金等が譲渡所得として計上されないため，所得の変動は生じない。 

年間所得｢１｣ 

   に対する保険料 

年間所得｢３｣ 

   に対する保険料 
年間所得｢１｣ 

   に対する保険料 

年
１
月 

01 
年
１
月 

02 
年
１
月 

03 

年
１
月 

04 

年
４
月 

02 
年
４
月 

03 
年
４
月 

04 

公共事業の施行に伴い資産を売却したために譲

渡所得が生じた場合で，一定の要件を満たすと

きは，「特別事情」が生じたものと解釈する 

減免 
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   したがって，上記解釈による取扱いは，被保険者が「②5,000万円の特別控除の特例」を選

択した場合にのみ，生じるものである。 

 

 (2) 要件 

   次の①又は②の適用を受けている者。 

  ①次のア～ウのいずれかに該当する。 

    ア 租税特別措置法第33条の規定による収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特

例の適用を受けることができる 

      （対価補償金等の全部の金額をもって代替資産を取得した場合に限る） 

    イ 租税特別措置法第33条の２の規定による交換処分等に伴い資産を取得した場合の課税

の特例の適用を受けることができる 

      （あわせて補償金等を取得した場合を除く） 

    ウ 租税特別措置法第33条の３の規定による換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税

の特例の適用を受けることができる 

      （あわせて清算金または保留地を取得した場合を除く） 

  ②租税特別措置法第33条の４の規定による5,000万円の特別控除の適用を受けている。
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(3) 減免割合 

 

 

当年度の 

賦課段階 

下落後の賦課段階による減免割合 

第１段階 

相当 

第２段階 

相当 

第３段階 

相当 

第４段階 

相当 

第５段階 

相当 

第６段階 

相当 

第７段階 

相当 

第８段階 

相当 

第９段階 

相当 

第10段階 

相当 

第11段階 

相当 

第12段階 

相当 

第13段階 

相当 

第14段階 

相当 

第４段階 73％減免 51％減免 24％減免 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

第５段階 75％減免 55％減免 31％減免 9.5％減免 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

第６段階 78％減免 60％減免 39％減免 21％減免 12％減免 ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

第７段階 79％減免 62％減免 43％減免 26％減免 18％減免 ７％減免 ― ― ― ― ― ― ― ― 

第８段階 82％減免 67％減免 51％減免 37％減免 30％減免 21％減免 15％減免 ― ― ― ― ― ― ― 

第９段階 84％減免 70.9％減免 56％減免 44％減免 38％減免 30.5％減免 25％減免 12％減免 ― ― ― ― ― ― 

第10段階 84.9％減免 72.8％減免 58.9％減免 47％減免 42％減免 35％減免 30％減免 18％減免 ６％減免 ― ― ― ― ― 

第11段階 85％減免 74％減免 60.9％減免 49％減免 44.8％減免 38％減免 33％減免 22％減免 10％減免 ５％減免 ― ― ― ― 

第12段階 86.9％減免 77％減免 66％減免 55.5％減免 52％減免 46％減免 42％減免 32％減免 22％減免 17％減免 13％減免 ― ― ― 

第13段階 87％減免 78％減免 68％減免 58％減免 54.8％減免 49.3％減免 45％減免 36％減免 26％減免 22％減免 18％減免 ６％減免 ― ― 

第14段階 88％減免 80％減免 71％減免 61.8％減免 59％減免 54％減免 50％減免 42％減免 33％減免 29％減免 25％減免 14％減免 ９％減免 ― 

第15段階 88.9％減免 81％減免 73％減免 65％減免 62％減免 57.5％減免 54％減免 47％減免 38.7％減免 35％減免 31％減免 21％減免 16％減免 ８％減免 

２
 
所
得
激
減
減
免
 
 
２
-
４
 
特
別
事
情
 
 
２
-
４
-
１
 
収
用
減
免

 2
8
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 (4) 判定方法 

   次の①～④の要件（(2)の要件を平易に言い替えたもの）をすべて満たすこと。 

要  件 添付書類 審査内容 

① 

収用権のある公共

事業のために買い

取られたこと 

■公共事業用資産の買い

取り等の証明書(写) 

（都市計画総局・建設局

等の用地担当部局が発

行するもの） 

世帯員名義の資産が収用権のある公共事業

のために買い取られていることを確認する

。 

② 

対価補償金等にか

かる譲渡所得につ

いて5,000万円の

特別控除（租税特

別措置法第33条の

４）を受けたこと 

■前年分の確定申告書を

職権調査するための確

定申告者の同意書 

市税課保管の確定申告書（第三表）を職権

調査し， 

・買取証明の資産と申告書第三表「所得の

生じる場所」の記載が同一か 

・「特例適用条文」欄に「租特法第33条の

４｣(5,000万円の特別控除）と記載され

ているか 

の２点を確認 

③ 

代替となる資産を

取得したこと 

■代替取得物件の登記簿

謄本(写) 

登記簿謄本（写）により， 

・所有者名義が確定申告の申告者と同一か 

・物件の種類が，買取物件と同一か（買取

物件が居住用の財産であれば居住用の財

産を取得しているか） 

かを確認する。 

④ 

代替資産取得のた

めに対価補償金の

全部を使って代替

資産を取得したこ

と 

■ア 不動産等の譲受け

の対価の支払調書 

（都市計画総局・建設局

等の用地担当部局が発

行するもの。対価補償

金の額確認のため） 

 

■イ 売買契約書(写)，

領収証(写)等，代

替資産取得金額を

証明する書類 

（代替資産の取得金額の

確認のため） 

アに記載されている対価補償金の金額が，

イによる代替資産の取得金額以下であるこ

とを確認する。 

 

なお，対価補償金の金額が確定申告書（第

三表）記載の収入金額により確認できると

きは，アの添付は省略してよい。 

 

また，対価補償金の金額が代替資産の取得

金額以下であることが，面積その他の内容

から客観的に判断できる場合には，イの添

付は省略してよい。 

 

 (5) 減免申請書（様式第１号の１）の記入上の注意 

欄 記入方法 

減免を受けようとする理由 「２ 事業の休廃止」に「○」をつけさせる。 

休廃止年月日 資産の譲渡年月日を記入させる。 

休廃止したことを届出した官公署 空欄のままとする。 
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２-５ 世帯   ← p.20③ 所得激減要件  

 

 ・減免申請者の属する世帯の，すべての世帯員のことである。 

 

 ・上記「世帯員」とは，本来保険料算定の際の世帯員（世帯主を含む）と同じく，住民基本台帳

上，減免申請者と同一世帯に属する者である。 

 

 ・なおかつ，次のとおりとする。 

異動の状況 
含めるか否か 

前年所得(*2)に 当年所得(*3)に 

保険料賦課の基準日(*1)と減免申請日の両時点において

，世帯員である者         （下図世帯員Ａ） 
含める。 含める。 

保険料賦課の基準日(*1)以降，減免申請日までに，死亡

により世帯員でなくなった者    （下図世帯員Ｂ） 
含める。 含める。 

保険料賦課の基準日(*1)以降，減免申請日までに，死亡

以外の理由で世帯員でなくなった者 （下図世帯員Ｃ） 
含めない。 含めない。 

保険料賦課の基準日(*1)以降，減免申請日までに，新た

に世帯に転入した者        （下図世帯員Ｄ） 
含めない。 含める。 

 

 

前年所得(*2)に 

 

○…含める ×…含めない 当年所得(*3)に 

 

 

世帯員Ａ  ○  

 

 

Ｂ  ○  

 

 

Ｃ  ×  

 

 

Ｄ  ×  

 

 

 

 

 

 

 

 ○ 

 

 

 ○ 

 

 

 × 

 

 

 ○ 

 

 

 

   (*1) 保険料賦課の基準日とは   → p.4の(*)  

   (*2) 前年所得の算定については  → p.35２-７ 前年所得  

   (*3) 当年所得の算定については  → p.31２-６ 当年所得  

 

 

減免 

申請日 

世帯内 

世帯内 死亡により 

世帯外 

世帯内 死亡以外の理由で 

世帯外 

世帯外 世帯内 

保険料賦課 

の基準日(*1) 
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２-６ 当年所得   ← p.21 ③ 所得激減要件  

 

 ・当年所得 ＝ 以下の(1)＋(2)＋(3) 

 ・「当年」とは，特別事情により所得が５割以下になった年のことである。 

 ・「所得」＝ 収入 － 必要経費(材料費・仕入代・交通費・その他の経費。またはこれらに代わ

る給与所得控除・公的年金等控除) であることに注意。 

   

 

 (1) 税申告対象所得（事業所得・不動産所得 等） 

  ・税申告対象所得 ＝ 以下の①＋② 

  ・事業休止の場合は，事業再開可能性について十分に確認すること。 

  ・重複する添付書類がある場合は，１枚でよい。 

 

① 当年１月～申請日の前月の所得実績額 

添付書類 

■様式第２号 

 「１ 営業等の所得（事業所得・不動産所得・譲渡所得(*1)など）額の見込の申告（実収

月額申告書)」の欄 

■収入実績額を証明する書類（会計簿などの帳簿 等） 

添付書類により算定する。 

＋ 
② 申請日の当月～当年12月の所得見込額 

特

別

事

情

が

あ

る

者 

ア． 

事業再

開の意

思がな

い者 

添付書類 

■様式第２号 

 「１ 営業等の所得（事業所得・不動産所得・譲渡所得(*1)など）額の見込

の申告（実収月額申告書)」の欄 

■休廃止についての証明書（各種届出写等） 

■様式第５号 

・添付書類によって申請時以降収入を得る見込みがない場合にのみ，０円と算

定する。それ以外の場合は，算定を保留する(*2)。 

イ． 

事業再

開済の

者 

添付書類 

■様式第２号 

 「１ 営業等の所得（事業所得・不動産所得・譲渡所得(*1)など）額の見込

の申告（実収月額申告書)」の欄 

■事業再開後の収入額を証明する書類 

 （会計簿などの帳簿 等） 

■再開後の事業が休止前の事業と同規模であることを証明する書類 

 （前年分の確定申告書・収支計算書 等） 

・事業休止後の同規模による事業再開である場合にのみ，算定する。それ以外

の場合は，算定を保留する(*2)。 

 事業廃止後，新規事業を開始した場合は，「事業休止後の同規模による事業

再開」とはいえない。 

・添付書類により，見込額を算定する。 
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特

別

事

情

が

あ

る

者 

ウ． 

事業再

開未定

の者 

添付書類 

■(ｱ) 様式第２号 

  「１ 営業等の所得（事業所得・不動産所得・譲渡所得(*1)など）額の見

込の申告（実収月額申告書)」の欄 

■(ｲ) 事業休止前の年間収入額を証明する書類 

  （会計簿などの帳簿，前年分の確定申告書・収支計算書 等） 

・事業再開未定の者の申請時以降の収入見込額を算定することは本来は困難で

あるため，ａ～ｃの要件をすべて満たす場合にのみ，算定する。それ以外の

場合は，算定を保留する(*2)。 

 ａ．その者以外の世帯員については確実に当年収入（見込額）が見込める。 

 ｂ．申請時以降の収入見込額を，通常就業中ベースで算定したときの金額 

(*3)以上として申告している（これ未満の額での申告は，根拠がないので

不可とする）。 

 ｃ．ア・イの状態を待つのではなく，ａ・ｂにより早期に減免適否を判定す

る必要性を区長が特に認める。 

・添付書類により，見込額を算定する。 

特別事情が

ない者 

添付書類  不要 

・（①による月平均額×②の月数）により算定する。 

 

(*1) 租税特別措置法に規定される長期譲渡所得または短期譲渡所得に係る特別控除の適用

がある場合は、適用後の額。 

 

(*2) 算定を保留した場合は，算定可能な状態になるのを待って算定する。 

  （時期により売り上げの変動が激しい等の事情がある場合は，当該年の所得を確実に見

込める段階または年間の所得の確定（確定申告）を待って算定するなど） 

   それまでは，現行の保険料を賦課したままとし，その額での納付義務を継続させる。

仮に算定可能な状態になって算定した結果，減免適用となった場合は，納付済保険料に

ついても減免し，還付額が発生した場合は還付する。 → p.57６-６ 遡及適用と還付  

 

(*3) 
通常就業中ベースで

算定したときの金額 
＝ 

(ｲ)によって算出される 

事業休止前の平均月割収入額 

（前年収入金額÷前年中で事業

休止していない月数） 

× 
申請月以後

の月数 
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 (2) 給与所得 

  ・給与所得 ＝ 以下の①＋②－③ 

  ・重複する添付書類がある場合は，１枚でよい。 

 

① 当年１月～申請日の前月の収入実績額 

添付書類 

■(ｱ) 様式第２号「３ 給与所得（給与所得申告書)」の欄 

■(ｲ) 収入実績額を証明する書類 

特別事情

がある者 

退職･失業前の額の場合 
雇用保険被保険者離職証明

書，源泉徴収票 等 

退職･失業後，すでに再就職した場合の，

再就職後の額の場合 給与明細書， 

様式第３号 等 長期入院等による休職前後の額の場合 

特 事情がない者 

  

・添付書類により算定する。 

・(ｱ)と(ｲ)を照合し，齟齬があれば訂正する。 

・雇用保険被保険者離職証明書の賃金額には，非課税となる通勤手当も含まれているので，

要注意。 

＋ 
② 申請日の当月～当年12月の収入見込額 

特

別

事

情

が

あ

る 

者 

ア． 

再就職

の意思

がない

者 

添付書類 

■様式第２号「３ 給与所得（給与所得申告書)」の欄 

■様式第５号 

・添付書類によって申請時以降収入を得る見込みがない場合(*1)にのみ，０円

と算定する。それ以外の場合は，算定を保留する(*2)。 

イ． 

長期入院等

による休職

の場合で今

後の最低限

の休職期間

が確実に見

込める者 

添付書類 

■様式第２号「３ 給与所得（給与所得申告書)」の欄 

■休職期間を証明する書類（休職証明書 等） 

■休職期間中の給与支給額を証明する書類（給与規定，様式第３号 等） 

・添付書類によって申請時以降の当年中の収入額が確定している場合（

０円である場合を含む）にのみ，算定する。それ以外の場合は，算定

を保留する(*2)。 

ウ． 

再就職

・復職

済の者 

添付書類 

■(ｱ) 様式第２号「３ 給与所得（給与所得申告書)」の欄 

■(ｲ) 再就職･復職後の給与支給額を証明する書類 

  （給与規定，様式第３号(既支給額および前年の賞与実績額を記載）等） 

・(ｲ)によって再就職･復職後の給与を算定できる場合にのみ，算定する。それ

以外の場合は，算定を保留する(*2)。 

・添付書類により，見込額を算定する。 

・(ｱ)と，(ｲ)による１月当たりの給与額および前年の賞与実績額等との間に，

齟齬がないか照合し，必要があれば訂正する。 

 

 

 

 



２ 所得激減減免  ２-６ 当年所得 
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特

別

事

情

が

あ

る

者 

エ． 

求職中

の者 

添付書類 

■(ｱ) 様式第２号「３ 給与所得（給与所得申告書)」の欄 

■(ｲ) 失業･退職前の年間給与支給額を証明する書類 

  （失業･退職の前年の源泉徴収票，前勤務先が証明する様式第３号 等） 

・求職中の者の申請時以降の収入見込額を算定することは本来は困難であるた

め，ａ～ｃの要件をすべて満たす場合にのみ，算定する。それ以外の場合は

，算定を保留する(*2)。 

 ａ．その者以外の世帯員については確実に当年収入（見込額）が見込める。 

 ｂ．申請時以降の収入見込額を，通常就業中ベースで算定したときの金額 

(*3)以上として申告している（これ未満の額での申告は，根拠がないので

不可とする）。 

 ｃ．ア～ウの状態を待つのではなく，ａ・ｂにより早期に減免適否を判定す

る必要性を区長が特に認める。 

・添付書類により，見込額を算定する。 

特別事情が

ない者 

添付書類 

■様式第２号「３ 給与所得（給与所得申告書)」の欄 

・上記添付書類・①の額とその添付書類・前年収入実績を基に，月給等の定例

の基本給・各種手当・一時金の額等を見込み，算定する。 

 

(*1) 雇用保険を受給して求職中の者は，「再就職の意思がない者」とは認めない。 
 

(*2) 算定を保留した場合は，算定可能な状態になるのを待って算定する。 

   それまでは，現行の保険料を賦課したままとし，その額での納付義務を継続させる。

仮に算定可能な状態になって算定した結果，減免適用となった場合は，納付済保険料に

ついても減免し，還付額が発生した場合は還付する。 → p.57６-６ 遡及適用と還付  
 

(*3) 
通常就業中ベースで

算定したときの金額 
＝ 

(ｲ)によって算出される 

失業･退職前の平均月割収入額 

(手当･賞与等も含めた平均額) 

× 
申請月以後

の月数 
 

 

－ 

③ 給与所得控除額 
 

簡易給与所得表による額。 
 

 

 

 (3) 年金所得（課税・非課税ともに） 

   年金所得 ＝ 以下の①－② 

 

① 当年１月～12月中

に振り込まれる年金

額 

 （収入金額。非課税

年金を除く。） 

添付書類 ■様式第２号「２ 年金所得（年金所得申告書)」の欄 

     ■次のいずれか 

       ・年金振込通知書 （前年度分＋当年度分） 

       ・年金額改定通知書（前年度分＋当年度分） 

前年度分(当年２･４月振込)および当年度分(当年６･８･10･12月振

込)により，当年(１～12月)の収入を算定する。 

      － 

② 公的年金等控除額 
 

公的年金等控除額表による額。 
 



２ 所得激減減免  ２-７ 前年所得 
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２-７前年所得   ← p. 21 ③ 所得激減要件  

 

 ・「前年」とは，特別事情により所得が５割以下になった年の前年のことである。 

 

 ・保険料賦課情報で確認し，算定する。（所得に土地等の譲渡所得が含まれる場合，租税特別措

置法に規定される長期譲渡所得または短期譲渡所得に係る特別控除の適用があれば，適用後の

額で算定。） 

 

 ・保険料賦課の基準日以降に異動があった世帯員は，保険料賦課情報に含まれていても前年所得

に含めない場合があるので，要注意。 → p.30２-５ 世帯  

 

 ・譲渡所得もここでいう所得に含まれるが，特別事情  → p.25２-４ 特別事情  が原因となっ

て譲渡所得が減少することは，通常は想定できない。 

  したがって，保険料賦課情報に譲渡所得が含まれている場合は，通常は前年所得から譲渡所得

を除いた上で所得激減要件を判定すること（下図参照）。 

  特別事情と譲渡所得減少との因果関係が確認できた場合，または収用減免  → p.26２-４-１ 

収用減免  に該当する場合のみ，前年所得に譲渡所得(*)を含んだ上で所得激減要件を判定す

る。 

 

  

 

 

給与所得 

500万円 

 

 

 

 

 

 
 

特別事情による所得減少は 

500万円→200万円。 

つまり特別事情により所得が５割以下

になっているので、 

所得激減要件  → p.21③  を 

満たす。 

特別事情 

により減少 

給与所得 

200万円 
  

前年所得500万円 当年所得200万円 

 

  

譲渡所得(*) 

100万円 

   

特別事情によ

らず減少(消滅) 

 

 

 
 

特別事情による所得減少は 

400万円→200万円。 

つまり特別事情により所得が５割以下

になっているので、 

所得激減要件  → p.21③  を 

満たす。 

 

給与所得 

400万円 

 

特別事情 

により減少 

給与所得 

200万円 
  

前年所得500万円 当年所得200万円 

 

  

譲渡所得(*) 

200万円 

   

特別事情によ

らず減少(消滅) 

 

 

 
 

特別事情による所得減少は 

300万円→200万円。 

つまり特別事情により所得が５割以下

になっているとは言えないので、 

所得激減要件  → p.21③  を 

満たさない ＝ 減免不可。 

 

給与所得 

300万円 

 

特別事情 

により減少 

給与所得 

200万円 
  

前年所得500万円 当年所得200万円 

 

(*)租税特別措置法に規定される長期譲渡所得または短期譲渡所得に係る特別控除の適用があ

る場合は、適用後の額で算定。 

 



２ 所得激減減免  ２-８ 所得要件 
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２-８所得要件   ← p.21④ 所得要件  

 

 ・実収月額 ＝ 当年所得  → p.31２-６ 当年所得  ÷ 12 

 

 ・神戸市国民健康保険の保険料減免上の実収月額と若干異なっているので，混同しないこと。 

  神戸市国民健康保険の保険料減免上の実収月額（神戸市国民健康保険条例施行規則第13条第１

号「当該年の１箇月当たり所得の見込額」）は， 

   ・青色専従者控除および白色専従者控除の規定を適用せずに算定した金額である 

   ・年金所得の特別控除がある 

  という点が，神戸市介護保険の保険料減免上の実収月額と異なっている。 

 

 ・収用減免に該当する場合は，この要件を要しない。 



２ 所得激減減免  資料２ 

37 

 

２-９ 賦課段階下落要件   ← p.21⑤ 賦課段階下落要件  

 ・各世帯員の当年所得を，下記「市民税非課税基準」に照らし，下記のとおり認定する。  

・収用減免に該当する場合は，この要件を要しない。 
 

各世帯員の当年所得を算定する  → p.31 ２-６ 当年所得  
 

↓ 

区  分 市民税非課税基準に該当するかどうか 

下記以外の者 

当該世帯員の当年所得が 

35万円×（控除対象配偶者・扶養親族数＋１）+10万円＋21万円(*) 

以下であれば，「市民税非課税基準に該当する」。 

 (*) 加算額21万円は控除対象配偶者等がある場合のみ加算 

（地方税法第295条第３項・ 

 神戸市市税条例第19条の２第３項参照） 

翌年の１月１日時点で

未成年者，障害者，寡

婦または寡夫である者 

当該世帯員の当年所得が135万円以下であれば，「市民税非課税基

準に該当する」。 

（地方税法第295条第１項第２号参照） 

 

・市民税非課税基準に該当するかどうかの判定は，扶養親族の要件を満たす人（合計所得金

額48万円以下）を世帯員の誰の扶養親族として設定するかにより，判定結果が異なる場合

がある。これについて，減免申請者からの具体的な申出がない場合の原則的な判定順序は

，市民税非課税基準に該当する人数が最大限になるようにするものとし，具体的には 

  → 次ページ「【参考】所得激減減免 市民税非課税基準判定順」 のとおりとする。 

・世帯外の者の扶養は，相手方から申出がない限り勘案しない。 

・相手方から，世帯外の者も扶養親族に入っている（非課税基準額が上がる）旨の申出があ

った場合は，当年度の市民税納税通知書，証明書などにより，扶養親族数が確認できた場

合など，適正な申出と認める場合は，認めることとする。 

・控除対象配偶者・扶養親族数，障害者，寡婦，寡夫の認定については，特に前年と異なっ

ていることが明らかになっている場合を除き，当年度の市民税課税情報により判定するも

のとし，その把握のために，当年度の市民税納税通知書(写)を提出させるものとする。 

   添付書類  ■当年度の市民税が課税されている者の市民税納税通知書(写) 

 

↓ 

所 得 状 況 

→ 減免区分 
世 帯 

本人の課税年金収入額 

  ＋合計所得金額  

世帯全員が市民税非課税基準に該当する。 

80万円以下 → 第１段階相当 

80万円超120万以下 → 第２段階相当 

120万円を超える → 第３段階相当 

本人は市民税非課税基準に該当するが， 

世帯員のうち該当しないものがある。 

80万円以下 → 第４段階相当 

80万円を超える → 第５段階相当 



２ 所得激減減免  資料２ 
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【参考】 所得激減減免 市民税非課税基準判定順 

※非課税判断をする際の所得金額は、地方税法上の合計所得金額で行う。 

１ 世帯員のうち見込所得金額が45万円以下は，無条件で非課税と判定する。 

 【単身者の市民税均等割非課税基準】 

 

２ 世帯員のうち，１に該当するもの以外で，次に該当するもので見込所得金額 135万円以下の

ものは，無条件で非課税と判定する。 

    賦課期日の属する年の翌年の１月１日時点で未成年者・障害者・寡婦・寡夫 

    （障害者・寡婦・寡夫においては，賦課情報「非減免コード」による） 

 【未成年者・障害者・寡婦・寡夫の市民税均等割非課税基準】 

 

３ 世帯員のうち見込所得金額 48万円以下のものの人数 

 （１・２の該当者を含む。） 

 【扶養親族の所得要件】 

 ；ｐｐ  

 
①     人 

 

      

    

４ １･２で非課税と判定されなかった人を， 

  第１順位 本人（本人が１･２該当の場合は除く） 

  第２順位 所得の少ない者順 

  に並べて，３の人数①を扶養親族として，次の表によ

り順番にあてはめて非課税判定する。 

     

この③の人数が①の人数の範囲

内にある人は非課税基準該当と

する。 

 

 
  

所得の 

少ない 順 
氏  名  見込み所得金額  

必要扶

養人数 

② 

②の累計 

 

③ 

非課税基準 

該当 

本 人 
 

 
 

円 ―

下
の
表
に
よ
り
判
定 

 

→ 人 人 該当・非該当 

(１･２で非課税とならな かった場合の み) 

本人以

外で所

得が少

ない順

に並べ

る。 

１ 
 

 
 円 ― → 人 人 該当・非該当 

２ 
 

 
 円 ― → 人 人 該当・非該当 

３ 
 

 
 円 ― → 人 人 該当・非該当 

４ 
 

 
 円 ― → 人 人 該当・非該当 

 

 

見込所得額 

（万円） 

45万円超  

101万円以下 

 

～136 

 

～171 

 

～206 

 

～241 

 

～276 

 

～311 

必要扶養人数 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ 

  

 
※簡易給与所得表及び給与所得の速算表は巻末資料をご覧ください。 
※年金控除に関しては巻末資料をご覧ください。 
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３ 法第63条適用者減免 
    根拠規定 神戸市介護保険条例 第23条第３号 

         神戸市介護保険条例施行規則 第33条第２号，第34条第６項 

 

 

減免申請書（様式第１号の１）の関係部分 

 

 

 

 

 



３ 法第63条適用者減免 
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３-１減免対象者 

  介護保険法第63条の規定の適用を受ける者（刑事施設，労役場その他これらに準ずる施設(*)

に拘禁された者）で，その期間が２か月を超える者。 

 

  (*) 対象施設は次のとおり。拘禁期間中は介護給付・予防給付を行わないこととされている。 

刑事施設 
懲役，禁錮または拘留に処せられた者，刑事被告人，被疑者等が拘禁（勾

留）される所。 

労役場 
労役場留置（罰金または科料を完納することができない者に対して言い渡さ

れる換刑処分）に処せられた者が拘禁される所。刑事施設に付設される。 

警察官署に付

属する留置場 

被疑者の留置のほか，いわゆる「代用監獄」として上記の刑事施設に代用

されて使われる所。 

監置場 
監置（法廷等の秩序を乱した者に対して科される制裁）が科された者が留

置される所。 

 

  次に掲げる書類などにより，拘禁の事実および拘禁期間を確認し認定する。 

  なお，被疑者の留置・勾留，監置場留置については，通常は２か月を超えることはあり得ない

ため，減免対象者となることはない。 

区 分 添付書類 

懲役・禁錮・拘留に

よる拘禁の場合 
■判決書の写し，刑務所在所証明書 

被告人としての勾留

の場合 

■勾留の裁判を証する書類，刑事施設・留置場等の在所証明書 

 

※ やむを得ない事情により在所証明書を提出することができない

場合は，「拘禁期間についての照会回答書」（様式第７号）によ

り公用照会する。 

 

 

３－２ 減免額 

減免対象の保険料 減免割合 

拘禁が開始された日の属する月から，拘禁が終了した日の属する月の前月

までの月割保険料額。 

ただし，減免申請期限の延長は最大でも翌々年度中まで  → p.55(3)  で

あるため，遡及して減免  → p.57 ６-６ 遡及適用と還付  できるのは最

大で前々年度分まで。 
 

全額免除 

 



４ 制度的無年金者（神戸市在日外国人等福祉給付金受給者）減免 
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４ 制度的無年金者（神戸市在日外国人等福祉給付金受給者）減免 
    根拠規定 神戸市介護保険条例 第23条第３号 

         神戸市介護保険条例施行規則 第33条第１号ウ(ｳ)，第34条第５項第２号，第４号 

 

４-１減免対象者 

  次の①②の要件をともに満たす者。 

  ① 保険料段階が第２・３段階。 

  ② 当該年度の保険料賦課の基準日において「神戸市在日外国人等福祉給付金支給要綱」に基

づく「神戸市在日外国人等福祉給付金」（以下「給付金」という。）について，次のいずれ

かに該当する。 

    ア 賦課期日現在において給付金の要件に該当（制度的に公的年金の受給資格を満たすこ

とができなかった）し，給付金を受給している。(*) 

    イ 賦課期日現在において給付金について支給制限がかかっているが，その理由が他の自

治体が実施する同様の給付制度の受給対象となっていることによる場合（同要綱第４条

第４号）であり，その他に支給制限の理由がない。 

 

  (*) 給付金の受給判定 

    給付金は，毎年８月に現況確認を行い，前年中の所得状況等により支給制限の対象になら

ないか調査し，10月支給分（７月から９月まで相当分）から反映されるが，減免対象者につ

いては，第１段階の老齢福祉年金受給の判定と同じく，４月１日現在の状況で確定する。 

    現況確認による支給状況の変更は，翌年度分の保険料減免の適否において反映することと

なる。 

 

 

４-２減免額 

減免対象の保険料 減免割合 減免額 

年度の保険料 

136分の89 左記の 減免対象の保険料 × 減免割合 

※ただし，保険料額の端数処理により，136分の89を減免すると第１段

階相当額よりも低い額となるときは，第１段階相当額までの減免と

する。 

 

 

４-３申請に関する特例取扱い 

  制度的無年金者（神戸市在日外国人等福祉給付金受給者）に対する減免については，給付金支

給手続とその後の当該年度分の保険料額決定の一連の手続において，減免要件該当が基本的に市

において明らかになる。 

  このように減免対象者が減免要件該当の確定について，既に市に対し一定の手続的負担を負っ

ていることを前提に，事務の円滑化と対象者の便宜等を勘案し，当分の間，申請を待たずに減免

規定を適用することとする。 
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５ 災害減免 
    根拠規定 神戸市介護保険条例 第23条第１号 

         神戸市介護保険条例施行規則 第34条第１項，第２項 

 

 

減免申請書（様式第１号の１）の関係部分 
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５-１減免対象者 

  次の①②の要件をともに満たす者。 

 

① 

被災要件 

●災害により                 → p.45５-３ 災害  

●住宅，家財その他の財産について       → p.46５-４ 財産  

●２割以上の損害または床上浸水を受けたこと。 → p.47５-５ 損害  
 

 満たす 

② 

所得要件 

●世帯の                 → p.49５-６ 世帯  

●前年の合計所得金額の合算額が1,000万円以下であること。 

                     → p.50５-７ 前年所得  
 

 満たす 

 

 

 

減免対象者である。 減免対象者ではない。 

満
た
さ
な
い 

満
た
さ
な
い 
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５-２減免額 

 

 (1) 減免対象の保険料 

   被災月以降，被災月（＝災害を受けた日の属する月）を含めて６か月間である。 

被災月 
減免対象の保険料 

被災月が属する年度分の保険料 ＋ 左欄の翌年度分の保険料 

４月～10月 

被災月以降，被災月を含めて６か月間 

（被災月からその５か月後までの間） 

の月割保険料額 

  

11月 11～３月分の月割保険料額 ＋   ４月分の月割保険料額 

12月 12～３月分の月割保険料額 ＋ ４～５月分の月割保険料額 

１月 １～３月分の月割保険料額 ＋ ４～６月分の月割保険料額 

２月 ２～３月分の月割保険料額 ＋ ４～７月分の月割保険料額 

３月   ３月分の月割保険料額 ＋ ４～８月分の月割保険料額 

 

 (2) 減免割合 

損害割合 

世帯の前年の合計所得金額 

100万円以下 
100万円超 

500万円以下 

500万円超 

1,000万円以下 

20％以上50％未満 

または 

床上浸水 

７割減免 ５割減免 ３割減免 

50％以上 

または 

半壊・半焼・全壊・全焼・ 

流失・大規模半壊 

10割減免 ７割減免 ５割減免 

 

 (3) 減免額 

  ・減免額 ＝ (1)の減免対象の保険料 × (2)の減免割合 

 

  ・(1)の減免対象の保険料の年度がまたがる場合は，次のとおり。 

 

  (1)の減免対象の保険料    

       

 

12

月 

 

１

月 

２

月 

３

月 

      

４

月 

５

月 

６

月 

７

月 

  

       

 

 

× 

(2)の減免

割合 

 

＋ 

× 

(2)の減免

割合 

 

＝ 

 

減免額 

（例） 

被災月 
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５-３災害   ← p.43 ① 被災要件  

 

 ・「災害」の範囲は次のとおりとする。 

   ・震災，風水害，火災，冷害，雪害，干害，落雷，噴火その他の自然現象の異変による災害 

   ・鉱害，火薬類の爆発その他の人為による異常な災害 

   ・害虫，害獣その他の生物による異常な災害 

 

 ・盗難，横領，詐欺，恐喝，交通事故などによる損害は対象外。（※注） 

 

 ・大規模事故等により全市的に各種施策で支援を行う場合等は，その都度，災害として取り扱う

かどうか判断する（市税と同様）。 

 

 

（※注） 

 ただし、公的機関からの情報提供等により、犯罪被害者であることが確認できた場合は、対象と

する。 
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５-４財産   ← p.43 ① 被災要件  

 

 ・「住宅，家財その他の財産」の範囲は次のとおりとする。 

   ・居住する家屋 （持ち家・賃貸ともに含む） 

   ・居住する家屋に所属する家財 

   ・所有する事業用の資産 （事務所・資材・商品・土地など） 

 

 ・家屋で所有するが居住しておらず事業用でもないもの（自己用の別荘等）は対象外。 
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５-５損害   ← p.43 ① 被災要件  

 

 ・下記(1)～(3)のいずれか１つについて損害を受けた場合に，その損害割合を算定する。 

 ・(1)～(3)のうち複数について損害を受けた場合は，各損害割合のうち最大のものを採用する。 

  ただし自宅兼用の事業所（自家店舗など）は，まとめて(1)として扱う。自宅部分を(1)，事業

所部分を(3)として別々に算定することはしない。 

 ・事業用の資産を所有していない場合は，通常は実質的に(1)を算定するだけで足りる。 

 ・災害による損害に対して支給される火災保険金・損害保険金などについては，考慮しない。 

 ・損害割合は減免割合に関係するので重要。 → p.44(2)減免割合  

 

 

 (1) 居住する家屋 

   原則として，下記の方法により算定する。 

添付書類  ■り災証明書（市町村の機関が発行するもの）・被災証明書 

添付書類に基づき次のとおり算定する。 

 

 

 

火災の場合において，焼失床面積

・水損(*1)面積・煙損(*2)面積が

明示されている場合 

損害割合 ＝（焼失床面積＋水損面積＋煙損面積）

÷ 延床面積  

 

 
証明内容が「床上浸水」の場合 損害割合 ＝ 20％以上50％未満とみなす。  

 

 

証明内容が「半壊・半焼・全壊・

全焼・大規模半壊・流失」の場合 
損害割合 ＝ 50％以上とみなす。  

    

 

   (*1) 水損 … 類焼防止のために行われる消防活動によって，家屋の屋根，外壁，内装部分

または家財について発生した損害で当該部分を改修しなければならない必要性が客観

的に認められるもの。 

   (*2) 煙損 … 自家または他家の火災から発生した煙によって家財について発生した損害で

，通常の用法では廃棄することが相当であると客観的に認められる程度に達している

もの。 

 

  （参考１）り災証明書の仕組み 

災害の種類 発行者 証明内容 

火災 

通常規模の火

災 
消防署長 焼失床面積，延床面積 

大規模な火災 消防署長 「全焼・半焼・水損」の別 

火災以外 
区長 

（神戸市の場合） 

「全壊・大規模半壊・半壊・一部破損・流

失・床上浸水・床下浸水」の別 
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  （参考２）「半壊・半焼・全壊・全焼・大規模半壊」の定義 

 
損壊部分が 

その住家の延床面積の 
 

住家の主要な構成要素の経済的被害を

住家全体に占める損害割合で表わし，

その住家の損害割合が 

半壊・半焼(*3) 20％以上 70％未満 または 20％以上 50％未満 

大規模半壊(*4) 50％以上 70％未満 または 40％以上 50％未満 

全壊・全焼(*5) 70％以上      または 50％以上      

  根拠 (*3)「災害の被害認定基準について」 

       （平成13年６月28日府政防第518号 内閣府政策統括官(防災担当)通知） 

     (*4)「被災者生活再建支援法の一部を改正する法律の施行について」 

       （平成19年12月14日府政防第880号 内閣府政策統括官(防災担当)通知） 

 

尚、神戸市消防局が発行する罹災証明書については、令和5年12月28日付の事務連絡「罹災

証明書の様式改訂に伴う対応について」のとおりの取扱いとすること。 

また、令和6年3月18日付消予予第3025号により、申請者の本人同意は不要である。 

 

 (2) 居住する家屋に付属する家財 

  ① 原則 

    (1)による算定と同じ割合とみなす。 

  ② 原則によりがたい場合 

添付書類  ■財産被害状況明細表（様式第４号）等 

添付書類に基づき，次のとおり算定する。 

 損害割合 ＝ 損害額 ÷ 家財全体の総額 （額はいずれも損失直前の時価による） 

 

 

 (3) 所有する事業用の資産 

  ① 家屋の場合 

    (1)と同じ方法による。 

  ② 家屋以外の場合 

    (2)と同じ方法による。 

    凍害，霜害等による農作物等の被害もここに含まれる。仮にそれが「２割以上の損害」と

算定されず災害減免が適用されなかった場合でも，それが原因となって所得減少が生じた場

合には，「自身の事業について著しい損失を受けた」ものとして，所得激減減免  → p.20 

の対象となり得る。 
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５-６世帯   ← p.43② 所得要件  

 

 ・減免申請者の属する世帯の，すべての世帯員のことである。 

 

 ・上記「世帯員」とは，本来保険料算定の際の世帯員（世帯主を含む）と同じである。すなわち

， 

   ・被災年度（＝災害を受けた日の属する年度）の保険料賦課の基準日(*)時点において， 

   ・住民基本台帳上，減免申請者と同一世帯に属する者 

  である。 

  したがって，保険料賦課の基準日より後に世帯から転出したり死亡したりした者があっても，

当該転出者・死亡者の所得は所得要件の算定に含める。 

 

   世帯員に 

○…含める ×…含めない 

 

世帯員Ａ 

 

Ｂ 

 

Ｃ 

 

Ｄ 

 

Ｅ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ○ 

 

 ○ 

 

 × 

 

 ○ 

 

 × 

 

 

 

 

    (*) 保険料賦課の基準日とは  → p.4の(*)  

 

 ・世帯員を本来保険料算定の際と同じにしている趣旨は，災害時において手続を迅速に行うこと

にある。したがって， 

   ・保険料賦課の基準日より後に世帯から転出したり死亡したりした者があるため， 

   ・その者を含めた世帯前年所得  → p.50 ５-７ 前年所得  は1,000万円超であるが， 

   ・その者を除いた世帯当年所得が1,000万円以下となる見込みの場合 

  であっても，災害減免は適用しない。（ただし所得激減減免の要件  → p.21２-１ 減免対象

者  に該当すれば，その適用の余地はある）。 

 

 

世帯内 

保険料賦課

の基準日(*) 

減免 

申請日 

世帯内 

世帯内 

世帯内 

世帯内 

世帯外 

世帯外 

世帯外 

世帯外 
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５-７前年所得   ← p.42② 所得要件  

 

 ・「前年」とは，被災年度（＝災害を受けた日の属する年度）の初日（４月１日）が属する年の

前年のことである。 

 

 ・保険料賦課情報で確認し，算定する。（所得に土地等の譲渡所得が含まれる場合，租税特別措

置法に規定される長期譲渡所得または短期譲渡所得に係る特別控除の適用があれば，適用後の

額で算定。） 

 

 ・所得要件を当年見込み所得ではなく，前年所得により判定している趣旨は，災害時において手

続を迅速に行うことにある。したがって， 

   ・前年所得は1,000万円超であるが， 

   ・当年所得は1,000万円以下となる見込みの場合 

  であっても，災害減免は適用しない。（ただし所得激減減免の要件  → p.21２-１ 減免対象

者  に該当すれば，その適用の余地はある） 

  これは本市の市税・国民健康保険料と同じ扱いである。 
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６減免の手続 
 

６-１申請書の交付 

 

・申請書は「様式第１号の１」「様式第１号の２」の２種類がある。 

 交付すべき申請書については  → p.53６-３ 申請書の提出  を参照。 

 

・申請書交付の依頼があった場合は，適用の見込みの有無にかかわらず，必要枚数を交付する。 

 

・電話で申請書交付依頼があった場合は，原則として申請者または法定代理人の自宅に郵送する。 

 電話による依頼の場合，代理権が確認できないので，代理人宅へは原則として送付しない。 

 ただし，依頼者が担当の「えがおの窓口」であることが確認できた場合は，代行による申請が推

測されるので，えがおの窓口への郵送は認める。 

 

・申請書の交付にあたっての留意点 

  ・高齢者一般への減免，所得が低い・生活が苦しいと申し立てる人一般への減免等と誤解・曲

解していないか（特に生活困窮者減免）を確認し，必要に応じて減免の要件を説明すること

。 

  ・生活困窮自体を訴える場合，あるいは，通常はあり得ないような生活状況を申し立てる者（

一切の収入も預貯金がない等の申立て）については（特に生活困窮者減免），生活全体の問

題として，生活保護制度についてもあわせて示すこと（意向のある場合は生活保護の相談に

行かせること）。 

  ・被保険者またはその同居親族からの相談の際に，賦課情報等から非該当が見込まれる場合は

，減免要件に該当しない旨を説明し，できるだけ納得させるように努め，その上で申請書を

交付または郵送する（本人または同居親族以外の者から相談がある場合，賦課情報には守秘

義務がかかっていることに留意すること）。 

 

・犯罪等の被害を受けた被保険者等に係る減免についての取扱いについては、令和６年３月13日付

事務連絡を参照のこと。
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６-２申請書の作成 

 

・被保険者または代理人が自ら作成する。 

 代理人により作成する場合は，代理権を証する書面（委任状・代理権授与通知書。押印要）の添

付が必須。 

 

・申請書の作成は，手書きでも機械作成等でも可。 

 

・高齢者夫婦等，要件の基礎事実がまったく同一と認められる場合は，連名による申請を認める。 
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６-３ 申請書の提出 

 

減免の種類 
提出書類 提出方法 

（所管区に提出する） 申請書 添付書類 

１ 

生活困窮者減免 

様式 

第１号 

の２ 

収入金額を証明する書類

等。 

 

詳細は  → p.3 １-１ 

減免対象者  以降の説明

に従って添付資料 ■ の

表示のある個所のとおり

。 

翌年度以

降に申請

期限延長

のうえ申

請する場

合  → 

p.65 (3)  

は，申請

遅延の理

由に関し

て必要と

認められ

る書類。 

・郵送または来庁により

提出。 

 

・来庁の場合は，本人ま

たは同居親族が来庁し

，被保険者証を提示し

て，提出する。 

 

・本人以外の者が代理人

として来庁した場合は

，代理権を証する書面

（委任状・代理権授与

通知書。押印要）を添

付させる。 

 

・本人以外の者が委任状

を持参せず，使者（代

行）として来庁した場

合は，受け取って，郵

送があった場合と同様

に取り扱う。 

３ 

法第63条適用者

減免 

様式 

第１号 

の１ 

拘禁期間を証明する書類

等。 

 

詳細は  → p.39  の 

添付資料 ■ の表示のあ

る個所のとおり。 

２ 

所得激減減免 

様式第２号， 

特別事情を証明する書類

等。 

 

詳細は  → p.21 ２-１ 

減免対象者  以降の説明

に従って添付資料 ■ の

表示のある個所のとおり

。 

・原則として来庁により

提出。 

 個々の事情により必要

書類が異なり煩雑であ

るので，受領時に確認

が必要なため。 

 

・本人または同居親族が

来庁し，被保険者証を

提示して，提出する。 

 

・ただし，心身状況その

他により来庁が困難で

あることの申し立てが

ある場合で，区長にお

いてやむを得ないと認

めるときは，郵送によ

る申請も認める。 

５ 

災害減免 

災害による損害割合を証

明する書類等。 

 

詳細は  → p.43５-１ 

減免対象者  以降の説明

に従って添付資料 ■ の

表示のある個所のとおり

。 

４ 

制度的無年金者

（神戸市在日外

国人等福祉給付

金受給者）減免 

 

当分の間，申請行為は不要。 → p.41 ４-３ 申請に関する特例取扱い  
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６-４ 申請期限 

 

 申請期限は，減免理由の生じた日後最初に到来する納期限（特別徴収の場合は，特別徴収対象年

金給付の支払日）である。 

 

減免の種類 減免理由が生じた日 申請期限 備考 

１ 

生活困窮者減

免 

原則として，保険料賦

課の基準日 

保険料額決

定通知後の

最初に到来

する納期限

または年金

支払日 

申請期限後に，減免申立てがあり

，申請期限の延長  → p.55も認め

られない場合で，収入要件  → p.

3② ・扶養要件  → p.3 ③  に該

当していることが見込まれ，生活

困窮をうったえるときは，「申請

時点において準要保護者要件  → 

p.3 ④ に該当した」という申立て

とみなして，申請月以後の月割額

を対象とした減免申請として受理

することができる。 

年度途中に扶養要件ま

たは準要保護者要件に

該当した場合は，扶養

要件または準要保護者

要件該当日 

左欄の日後

最初に到来

する納期限

または年金

支払日 

３ 

法第63条適用

者減免 

拘禁期間が２箇月を超

えた日 

 

２ 

所得激減減免 

原則として，特別事情

により世帯所得が前年

の５割以下に減少する

ことを見込むことがで

きた日 

（最大限遅く認定した

場合でも，特別事情に

よる所得激減が生じた

年分の所得を対象とす

る確定申告期間の初日

とする） 

特別事情の生じた日と減免理由の

生じた日は必ずしも一致しない。 

５ 

災害減免 

・原則として災害の発

生した日 

・災害が継続している

場合においては，災

害がやんだ日 

・広域にわたる災害で

あること等により，

被害の認定に時間が

かかる場合は，被害

が認定された日（り

災証明書・被災証明

を受けることができ

る日） 

広域な災害，甚大な災害の場合は

，条例第27条の規定による納期限

の延長（普通徴収）の適用にも留

意すること。 

４ 

制度的無年金

者（神戸市在

日外国人等福

祉給付金受給

者）減免 

原則として，保険料賦

課の基準日 

保険料額決

定通知後の

最初の納期

限または年

金支払日 

当分の間，申請行為は不要。 → p

.41 ４-３ 申請に関する特例取扱

い  
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６-５ 申請期限の延長 

 

 災害その他申請遅延について「やむを得ない事情」があると認められる場合は，申請期限を延長

することができる。 

 

(1) 「やむを得ない事情」とは 

 ・「やむを得ない事情」に該当するかどうかは，個別具体的な事情に応じて，区長が判断する。 

 ・事情発生日と申請期限が近接している場合（概ね10日以内）において，相当の期間内（概ね10

日以内）に申請があった場合は，申請期限延長の取扱いにより処理して差し支えない。 

  特に，保険料賦課の基準日時点で減免理由が生じている生活困窮者減免・制度的無年金者減免

について，特別徴収の場合において，年金支給日の直前（おおむね10日以内）に保険料額の決

定通知がされた場合は，通知到着からおおむね10日内は期限内とみなして受理して差し支えな

い。 

 ・不知については一般的には考慮しないが，災害の場合の被災状況や，失業，事業廃止等の事情

に鑑み，申請が困難である状況が認められる場合は，事情に応じ延長を認めて差し支えない。 

 ・災害により条例第27条の規定により納期限を延長した場合（普通徴収）は，減免申請期限の延

長の取扱いではなく，納期限自体の延長となる。 

 

(2) 申請期限の延長の限度…原則 

 ・申請期限の延長は，原則として，年度内を限度とする。 

 ・この場合で，この取扱要領の定めるところに従い相当と認めるときは，特段の手続なく申請期

限の延長を認めるものとする。 

 

(3) 申請期限の延長の限度…例外 

 ・所得激減減免または災害減免の場合で，特別事情が生じた日または被災日が１月から３月まで

の間のときは，翌年度内を限度とする。 

 

 ・また，例外的に， 

  ① 病気，入院，寝たきりなどの心身の状況により，被保険者が減免制度を不知であったこと

がやむを得ないと区長が認めるとき。 

  ② 被保険者またはそれに代わって申請行為を行い得る者が，天災の被災，家族の不幸その他

やむを得ない事由が申請直前まで継続していたことにより申請行為ができなかったと区長が

認めるとき。 

  のいずれかに該当し，かつ，被保険者が減免対象の保険料を納付することが申請時点で困難で

あると区長が認めるときは，本来保険料の賦課の時効（＝本来保険料を更正し得る期限。下表

のとおり）まで申請受付を認めることができる。 

本来保険料の賦課徴収の方法 

左欄保険料の賦課の時効 

＝ 左欄保険料を更正し得る期限 

＝ 左欄保険料の減免の申請期限の延長の限度 

年度当初（４月１日）から

賦課 

特別徴収 翌々年度の５月10日 

普通徴収 翌々年度の６月30日 

年度途中（４月１日以外）から賦課 その日（＝資格取得日）の２年後の同日 
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 ・これら年度を超える延長の場合は，原則として次のとおり，介護保険条例第27条および介護保

険条例施行規則第36条に基づく申請期限延長の可否決定の手続を行うものとする。 

 

  ① 年度超の申請期限延長が認められる者からの申立ての場合の処理 

    添付書類 ■申請遅延の理由に関して必要と認められる書類 

 

   ア 申請受理後，申請書の表題付近に「兼災害等による期限の延長申請書」というゴム印を

押印または手書きする（特に区長が認める決裁である趣旨に鑑み，朱印または朱書きのこ

と）。 

   イ 申請書処理欄の「期限延長」欄を「可」として，減免の適否と合わせて決裁を受ける（

延長申請承認の通知は不要）。 

 

  ② 年度超の申請期限延長が認められる者以外からの申立ての場合の処理 

   ア 申請期限延長が認められる者以外からの申立ての場合は，できる限り，口頭で説明し了

解を得ること。 

   イ あくまで申請書を提出する場合には 

    (ｱ) 申請受理の際に，減免申請書と合わせて「災害等による期限延長申請書（減免申請期

限用）」（様式第11号）を徴する。 

      なお，当該申請書の提出をしない者については，減免申請書の表題付近に「兼災害等

による期限の延長申請書」というゴム印を押印または手書きし，そのコピーを相手方に

交付すること（期限延長申請を認識させるため）。 

    (ｲ) 様式第11号および減免申請書処理欄の「期限延長」欄を「否」として，減免の適否（

否）と合わせて決裁を受ける。 

    (ｳ) 期限延長申請の不承認通知(兼減免申請不承認通知)（様式第12号）に不承認の理由を

付して送付する。 

     ＜不承認理由(例)＞ 

     「申請者の主張する…という理由は，神戸市介護保険条例第27条第１項の災害その他や

むを得ない理由に該当すると認められないため。」 
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６-６ 遡及適用と還付 

 

(1) 減免の性質による原則 

  保険料の減免は，本来的には，保険料算定の基礎に含まれていない特別の事情が発生したこと

により，保険料の負担能力が一時的に低下した場合について，その個別具体的な事情を勘案して

保険料債務の一部または全部を免除するもので，性質的には保険料債務の消滅原因の１つである

。 

  したがって，本来的には，未納付の保険料について行われるべきものである。 

  さらに，保険料は納期限までに納付されるべきものである性質上，納期前申請，納期前処理が

原則とされる。 

 

(2) 当面の取扱い 

  しかしながら，現実に減免事由の確認が申請期限までにできない場合があること，また，減免

適用における公平性，現在の国民健康保険や市税の取扱いとの均衡等を勘案し，当面，各減免に

ついて取扱いを定める申請期限  → p.54 ６-４ 申請期限 （やむを得ない事情により延長され

た場合  → p.55 ６-５ 申請期限の延長  を含む）までに提出された減免申請に対しては，減免

の適用を認める。 

  また，その場合には納付済保険料についても，保険料額減額処分に伴う還付として還付を行う

こととする。 
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６-７ 審査および決議処理 

 

(1) 形式審査 

  申請があった場合，まず，申請者適格（第１号被保険者）の確認および記載項目充足等の形式

審査を行う。 

 ① 受理時の審査 

  ア 申請にあたって，記載不備・添付書類不足が明らかであるときは，できる限り不備を補正

し，または必要書類を揃えたうえであらためて提出するように指導する。その場合，郵送に

よる提出可。 

  イ 不備が明らかなものについて申請者の意向により一旦受理する場合，その場で直ちに補正

依頼（様式第８号）を交付する。この場合，次の事項について伝えること。 

   (ｱ) 受理後の審査において補正必要箇所が追加判明する場合があるので，その場合は後日正

式の補正命令が出されること。 

   (ｲ) 不足書類の補充等がない場合は，申請が却下されること。 

 ② 受理後の審査 

   受理後の審査において，形式要件における不備・添付書類の不足等，補正必要箇所が判明し

た場合，期限を定めて補正命令（様式第９号）を発する。補正命令の期限は，概ね１週間を目

途として指定する。 

 ③ 形式要件不備の場合 

   補正命令の期限までに補正がない場合，あるいは補正が不可能な場合等，形式要件不備の場

合は，決議を得て却下する（不承認通知）。 

 

(2) 実体審査 

  申請の形式要件を満たすものについて，申請書の記載内容・添付書類・聴きとった内容等から

実体審査を行い，要件の該当・非該当を判断する。減免適用の承認・不承認について，申請書の

処理欄を利用して確認および決議を得る。 

 

(3) 減免の承認・不承認の通知 

 ① 承認・不承認通知の方法と期限 

 通知方法 通知期限 

承認の場合 

納入通知書をも

って承認通知に

替える。 

申請からおおむね６週間以内 

（ただし，当該申請が，減免を受けようとす

る年度の保険料決定前の申請である場合は，

当初賦課決定時に行う） 

不承認の場合 

（形式要件不備による

却下の場合を含む） 

減免不承認通知

書（様式第10号

）により行う。 

申請からおおむね14日以内 

 ② その他 

   減免申請に対して，承認・不承認の応答がない場合は，不作為の不服申立ての対象となる。

この場合は，処分に対する不服申立てではないので，不服申立ての方法は，兵庫県介護保険審

査会に対する審査請求ではなく，市長に対する審査請求または区長に対する異議申立のいずれ

かの方法を選択することになる。 



６ 減免の手続  ６-８ 減免の取消し 

59 

 

６-８ 減免の取消し 

 

(1) 取消しになる場合 

 ① 次のいずれかの場合は，当初に遡って減免を取り消す。 

  ア 申請内容に偽り・不正行為があり，当初から減免要件に該当していなかったことが判明し

た場合 

  イ 税における修正申告，所得額の変更，税における扶養者設定の変更等により，当初から減

免要件に該当していないこととなった場合 

 ② 特に生活困窮者減免の場合は，具体例として次の場合等が上記に該当するので，注意するこ

と。 

  ア 前年の収入状況により申請した場合  → p.8 １-５-１ 収入金額の算定 … 前年収入に 

   よる場合  で，税情報異動により収入要件が非該当となったとき。 

  イ 当年の収入状況により申請した場合  → p.10 １-５-２ 収入金額の算定 … 当年収入に

よる場合  で，当該申請に偽りがあり，翌年度賦課情報において収入要件に該当しないこと

が判明したとき。 

  ウ 当初，扶養者の確認・関係者への届出受理等により扶養要件  → p.15 １-６ 扶養要件  

を満たすとしていた場合で，市民税課税者に被扶養者設定されていることが判明したとき，

または，税の異動処理により市民税課税者に被扶養者設定がされたとき。 

  エ 当初，市民税非課税者の被扶養者として扶養要件該当  → p.15 １-６ 扶養要件  として

いた場合で，当該市民税非課税者が税異動により課税されたとき，または，非課税の申立が

当初から虚偽であることが判明したとき。 

  オ 事後確認調査により，当初から準要保護者要件  → p.18 １-７ 準要保護者要件  に該当

しない事由が判明したとき。 

 ③ 取消し通知の方法 

  減免取消通知書（様式第13号）により行う。 

 

(2) 取消しにならない場合 

 ① 申請時の所得額の実績および見込額に偽り・不正行為がなく，申請後の予期できない事情の

変更により結果として減免要件に該当しなくなった場合は，取消し（当初に遡っての減免廃止

）も撤回（事情変更以後の減免廃止）も行わない。 

 ② 特に生活困窮者減免の場合は，具体例として次の場合等が上記に該当するので，注意するこ

と。 

  ア 当年の収入状況により申請した場合  → p.10 １-５-２ 収入金額の算定 … 当年収入に

よる場合  で，申請時以後の予期できない事情の変更により，結果として収入要件に該当し

なかったとき。 

  イ 扶養されていないことについての関係者への申出受理等後に新たに扶養状況が発生したと

き。 → p.15 １-６ 扶養要件  

  ウ 年度途中から市民税課税者の健康保険の被扶養者になったとき。→ p.15 １-６ 扶養要件 

  エ 申請以後に準要保護者要件に該当しない事由が新たに発生した場合（申請日以後に遺産相

続等により多額の資産を有した場合等）。 → p.18 １-７ 準要保護者要件  
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７ その他共通事項 

 

７-１ 減免事由が重複した場合の取扱い 

 

(1) 同一年度内に別の減免事由が発生した場合に，減免を重複適用することの可否 

 

当該年度分について既に適用している減免 

１ ２ ３ ４ ５ 

生活 

困窮者 
所得激減 

法63条 

該当者 

制度的 

無年金者 
災害 

新
た
に
適
用
し
よ
う
と
す
る
減
免 

１ 
生活 

困窮者 

新困窮(*1)以外 
－ － ○ 

× 
○ 

新困窮(*1) ○ 

２ 所得激減 － － ○ － ○ 

３ 
法63条

適用者 

第４段階(*2)以上 － ○ 
○(*3) 

－ 
○ 

第３段階(*2)以下 ○ － ○ 

４ 制度的無年金者 × － ○ － ○ 

５ 災害 
第４段階(*2)以上 － ○ 

○ 
－ 

○(*4) 
第３段階(*2)以下 ○ － ○ 

 

(2) 減免額算定の基礎としている月について別の減免事由が発生した場合に，減免を重複適用する

ことの可否 

 

当該月分について既に適用している減免 

１ ２ ３ ４ ５ 

生活 

困窮者 
所得激減 

法63条 

該当者 

制度的 

無年金者 
災害 

新
た
に
適
用
し
よ
う
と
す
る
減
免 

１ 
生活 

困窮者 

新困窮(*1)以外 
－ － － 

× 
○ 

新困窮(*1) ○ 

２ 所得激減 － － － － ○ 

３ 
法63条

適用者 

第４段階(*2)以上 － ○ 
－ 

－ 
○ 

第３段階(*2)以下 ○ － ○ 

４ 制度的無年金者 × － － － ○ 

５ 災害 
第４段階(*2)以上 － ○ 

－ 
－ 

○(*4) 
第３段階(*2)以下 ○ － ○ 

 

 ○ 重複適用可  × 重複適用不可  － 重複適用があり得ない組み合わせ 

 (*1) 新困窮減免  → p.4 (2)の備考  

 (*2) 保険料段階 

 (*3) ２回以上拘禁等の場合に可 

 (*4) 異なる災害の場合に可 
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(3)生活困窮者減免と制度的無年金者減免の適用関係 

  制度的無年金者（神戸市在日外国人等福祉給付金受給者）が，生活困窮者減免の要件にも該当

する場合の，神戸市介護保険条例施行規則上の規定および事務処理上の扱いは，下記のとおり異

なっている部分があるので注意。（ただし減免額は結局同じになる） 

 

 ① 神戸市介護保険条例施行規則上の規定 

減免対象者  減免内容 

Ａ 

世帯の前年の収入が

年間120万円＋35万円

×(世帯員の人数－１

）以下で， 

扶養要件・準要保護

者要件を満たす者 

規則33条 

１号 

ウ(ｱ) 
ａ 

Ａ～Ｃのいずれかに

該当する者（ｂに該

当する者を除く） 

 

→14分の９軽減 

（基準額×0.25相当

まで減免） 

規則34条 

５項 

４号 

Ｂ 

失業等により， 

世帯の当年の収入が

年間120万円＋35万円

×(世帯員の人数－１

）以下に減少し， 

扶養要件・準要保護

者要件を満たす者 

規則33条 

１号 

ウ(ｲ) 

ｂ 

Ａ・Ｂのいずれかに

該当し，世帯の前年

または当年の収入が

年間60万円＋17.5万

円×(世帯員の人数

－１）以下の者 

 

→28分の23軽減 

（基準額×0.125相

当まで減免） 

規則34条 

５項 

５号 

Ｃ 制度的無年金者 

規則33条 

１号 

ウ(ｳ) 

 

 ② 事務処理上の扱い 

制度的

無年金

者 

生活困窮者 

減免の要件 

(120万円＋

…）該当 

新困窮減免 

(*)の要件 

(60万円＋

…)該当 

→ 

神戸市介護保険条例 

施行規則上の規定による 

扱い 

事務処理上の 

扱い 

該当 非該当 非該当 → 

制度的無年金者減免を申請

により適用 

上記①では Ｃ→ａ 

制度的無年金者減

免を職権適用 

該当 該当 非該当 → 

制度的無年金者減免・生活

困窮者減免のいずれか申請

した方を適用 

上記①では ＡかＢかＣ→ａ 

制度的無年金者減

免を職権適用 

（生活困窮者減免

は適用余地なし） 

該当 該当 該当 → 

新困窮減免(*)を直接適用 

（保険料段階２・３段階か

ら直接基準額×0.125まで減

免） 

上記①では ＡかＢ→ｂ 

※Ｃから出発してｂに行く

制度はない 

制度的無年金者減

免を職権適用し，

基準額×0.25まで

減免した上で，新

困窮減免(*)を重

畳適用 

   (*) 新困窮減免  → p.4 (2)の備考  

 



７ その他共通事項  ７-２ 区間異動時の処理 
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７-２ 区間異動時の処理 

 

  区間異動により異動以後の保険料分について賦課をやり直す場合において，旧区において減免

を決定されている場合は，新区においてあらためて申請・審査手続をすることを要せず，減免適

用後の額により賦課するものとする。 

  区間異動の場合，あらためて新区においてあらためて申請・審査手続をすることは要しない。 
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施行：平成12.8.7 

改正施行： 

 

平成 13.6.4 13.6.14 14.5.31 15.4.1 16.4.1 17.4.1 

 17.6.1 18.4.1 18.10.1 20.4.1 21.4.1 22.4.1 

 23.4.1 24.4.1 27.4.1 27.5.11 29.4.1 30.4.1 

 31.4.1      

令和 2.4.1 3.4.1 4.4.1 5.4.1 6.4.1 7.4.1 

 

 


